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史
料
紹
介森

戸
辰
男
関
係
文
書
の
な
か
の
日
本
国
憲
法
（
２
）

―
 

芦
田
小
委
員
会
と
森
戸
辰
男 ―

小　
　

池　
　

聖　
　

一

は
じ
め
に

　

昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
年
）
二
月
一
九
日
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
で
行
わ
れ

た
憲
法
調
査
会
第
一
〇
回
総
会
で
、参
考
人
と
し
て
呼
ば
れ
て
い
た
森
戸
辰
男
は
、

　
　

 （
前
略
）
私
は
日
本
国
憲
法
の
内
容
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
思
想
の
骨
子
が

当
時
底
流
と
し
て
日
本
に
強
く
存
在
し
て
お
つ
た
、
相
当
に
存
在
し
て
お
つ

た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
意
味
で
は
全
く
思
わ

な
い
も
の
が
外
国
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
同
時
に
、
ま
た
他
面
か
ら
考
え
ま
す
と
、

こ
れ
は
か
よ
う
な
考
え
は
、
当
時
の
表
面
的
に
は
少
数
者
の
考
え
で
あ
つ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
ま
た
、
新

し
い
憲
法
、
こ
と
に
そ
の
草
案
の
成
立
過
程
に
お
い
て
は
、
内
容
と
は
別
に

成
立
過
程
に
お
き
ま
し
て
は
、
当
時
の
特
殊
な
国
際
的
な
、
あ
る
い
は
国
内

的
の
事
情
も
考
え
ま
し
て
、
司
令
部
か
ら
強
く
押
し
つ
け
ら
れ
た
形
が
あ
る

と
い
う
事
情
も
ま
た
同
時
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
ご
ざ
い
ま
す
（
後
略（

１
））。

と
述
べ
た
。

　

森
戸
の
発
言
に
は
、「
護
憲
」「
改
憲
」
両
派
の
要
素
を
共
に
有
し
て
い
る
の
で

あ
る

）
（
（

。

　

前
史
料
紹
介（
森
戸
辰
男
関
係
文
書
の
な
か
の
日
本
国
憲
法（
史
料
紹
介
）（
２
） 

『
広
島
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
九
号
、
平
成
一
九
年
三
月
」『
広
島
大
学
文
書
館
』）

に
お
い
て
、「
底
流
」
の
成
果
で
あ
る
憲
法
研
究
会
に
よ
る
憲
法
草
案
要
綱
の
制

定
過
程
に
つ
い
て
広
島
大
学
文
書
館
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
を
も
っ
て
紹
介
し

た
。
そ
こ
で
続
編
に
相
当
す
る
本
稿
で
は
、
衆
議
院
帝
国
議
会
改
正
委
員
小
委
員

会
（
芦
田
小
委
員
会
）
に
お
け
る
日
本
側
関
与
の
実
態
を
、
森
戸
辰
男
を
通
じ
て

明
ら
か
に
す
る
。

１
．
社
会
党
に
よ
る
憲
法
草
案
修
正
案
策
定
過
程

　

憲
法
研
究
会
の
憲
法
草
案
要
綱
が
公
表
さ
れ
て
か
ら
四
九
日
後
の
昭
和
二
二
年

（
一
九
四
七
年
）
二
月
一
三
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
が
吉
田
外
相
等
に
手
交
さ
れ
た
。

こ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
を
政
府
は
閣
議
で
二
月
二
二
日
、
受
入
れ
を
決
定
し
、
日
本
案
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と
し
て
三
月
六
日
、
憲
法
改
正
草
案
要
綱
が
発
表
さ
れ
た
。

　

こ
の
憲
法
改
正
草
案
要
綱
に
対
し
て
、
森
戸
辰
男
も
関
与
し
て
い
た
社
会
党
内

の
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
で
も
以
下
の
よ
う
な
修
正
意
見
が
討
議
さ
れ
た
。

　
　
　
　

帝
國
憲
法
改
正
草
案
（
表
紙
に
「
森
戸
」
と
の
鉛
筆
書
に
て
の
サ
イ
ン
あ
り
）。

　
　
　
　

日
本
國
憲
法

　
　

 　

日
本
國
民
は
、
國

（
黒
ペ
ン
書
）

會
に
お
け
る
正
當
に
選
擧
さ
れ
た
※

（
挿
入
）

代前

記

□

で

表
者
を囲

通ま
れ
た
部
分

じ
て
、
我わ

れら
（
自
身
）
と
子
孫
の
た
め
に
、
諸
國
民
と
の
（

（
加
筆
）間
に
）

（
加
筆
）

平

和
的
協
力
を
成
立
さ
せ
、
日
本
國
全

（
加
筆
）（
黒
ペ
ン

土
に書

）わ
た
つ
て
自
由
の
福惠

澤祉
を
確
保

し
、
政
府
の
行
為
に
よ
つ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
がを

発繰

返生
しさ

な

い

な
い
や
う
に
す
る

こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
國
民
の
總
意
が
至
高
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言

し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。
そ
も
そ
も
國
政
は
、
國
民
の
崇
高
な
信
託
に

よ
る
も
の
で
あ
りつ

て

、
そ
の
権
威
は
國
民
に
由
来
し
、
そ
の
權
力
は
國
民
の

代
表
者
が
こ
れ
を
行
ひ
、
そ
の
利福

利益
は
國
民
が
こ
れ
を
受
け
る
も
の
で
あ

つ
るて
、
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、
こ
の
原
理
に
基

く
も
の
で
あ
るつ

て

。
我
ら
は
、
こそ

れの
憲
法
に
反
す
る
一
切
の
法
令
と
詔
勅
を

廃排

除止
す
る
。

　
　

 　

日
本
國
民
は
、
常
に
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
關
係
を
支
配
す
る
高

遠
な
理
想
を
自
覚
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
我
ら
の
安
全
と
生
存
を
あ
げ
て
、

平
和
を
愛
す
る
世
界
の
諸
國
民
の
公
正
と
信
義
に
委
ね
よ
う
と
決
意
し
た
。

我
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
專
制
と
隷
従
と
壓
迫
と
偏

（
挿
入
）

狭
酷

（
青
鉛
筆
書
）

使
と
窮
乏
を
地

上
かの

一
掃ら

永
遠
に
拂除

去拭
る（

加
筆
）た

め（
黒
ペ
ン
書
）

に
目
論
ま
れ
た
国
際
団
体
に
参
加
し
て
し
よ

う
と
努
め
て
ゐ
る
國
際
社
會
に
伍
し
て
、
名
譽
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
も
の

と
思
ふ
。
我
ら
は
、
す全

世

界

べ
て
の
國
の
國
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
缺
乏
か
ら

解ま
ぬ
か放
され

てれ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
權
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
　

 　

我
ら
は
、
い
づ
れ
の
國
家
も
、
自
國
の
こ
と
の
み
に
專
念
し
て
他
國
を
無

視
し
て
は
な
ら
ぬな

い

の
で
あ
つ
て
、
政
府
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で

あ
る
と
信
ず
る
。
こ
の
法
則
に
従
ふ
こ
と
は
、
自
國
の
主
權
を
維
持
し
、
他

國
と
對
等
關
係
に
立
た
う
と
す
る
各
國
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　

 　

日
本
國
民
は
、
國
家
の
名
譽
に
懸か

け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
高
遠
な
主理

想義

と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。

　
　
　

第
一
章　

天
皇

（欄外記入１）

第（

加

筆

）

一
条　

主（

黒

ぺ權
はン

国書

）民
に
在
る

（欄外記入（）

第 

一
條　

天
皇
は
、日
本
國
の
象
徴
で
あ
り
日
本
國
民
統
合
の
象
徴
で
あ
つ
て
、

こ
の
位
は
、
主（

挿
入
）権
の

（
黒
ペ
ン
書
）
存
す
る
日
本
國
民
の

（
加
筆
）至（

主

権

性

）

高
の
總
意

（
黒
ペ
ン
書
）に
基
く
。

（欄外記入3）

第 

二
條　

皇
位
は
、
世
襲
の
も
の
で
あ
つ
て
、
國
會
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
繼
承
す
る
。

（欄外記入4）

第 

三
條　

天
皇
の
國
務

事
（
鉛
筆
書
）に

關
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
は
、
内
閣
の
助
言
と

承
認
を
必
要
と
し
、
内
閣
が
、
そ
の
責
任
を
負
ふ
。

　

第 

四
條　

天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
國

（
挿
入
）

務
そ

（
鉛
筆
書
）

の
他
の
国
の
み
を
行
ひ
、
政

治
に
關
す
る
權
能
を
有
し
な
い
。

　

第 
五
條　

皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
攝
政
を
置
く
と
き
は
、攝
政
は
、

天
皇
の
名
で
そ
の
權
能
を
行
ふ
。
こ
の
場
合
に
は
、
前
條
第
一
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。
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第 

六
條　

天
皇
は
、
國
會
の
指
名
に
基
い
て
、
内
閣
總
理
大
臣
を
任
命
す
る
。

　
　

�
天（

挿
入
）皇

は（
黒
ペ
ン
書
）

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
基
い
て
最
高
裁
判
所
長
官
を
任
命
す
る

（欄外記入5）

第 
七
條　

天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
國
民
の
た
め
に
、
左
の
國

務
を
行
ふ
。

　
　
　
　

�

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書

一　

憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
及
び
條
約
を
公認

証布
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

�

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書

二　

國
會
を
召
集
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

�

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書

三　

衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

�

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書

四　

國
會
議
員
の
總
選
擧
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

五 　

國
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
官
吏
の
任
免
並
び
に

全
權
委
任
状
及
び
大
使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
證
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

○

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書

六 　

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
權
を

認
證
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

○

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書

七　

榮
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

○

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書

八 　

批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認

證
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

○

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書

九　

外
國
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

○

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書

十　

儀
式
を
行
ふ
こ
と
。

　

 

第
八
條　

皇
室
に
財
産
を
譲
り
渡
し
、
又
は
皇
室
が
、
財
産
を
譲
り
受
け
、
若

し
く
は
賜
與
す
る
こ
と
は
、
國
會
の
議
決
に
基
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
二
章　

戦
争
の
抛
棄

�

（
加
筆
）
赤
ペ
ン
書
第 

九
條　

日（
挿
入
）本

国（
黒
ぺ
ン
書
）

民
は
國
の
主
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又   

は
武
力
の
行
使
は
、
他
國
と
の
間
の
紛
争
の
解
決
の
手
段
と
し
て
は
、
永
久

に
こ
れ
を
抛
棄
す
る
。

　
　

前（
挿
入
）項

の（
黒
ペ
ン
書
）

目
的
を
達
す
る
た
め

　
　

 

陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
。
國
の
交
戦

權
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

　
　
　

第
三
章　

國
民
の
權
利
及
び
義
務

�

（
加
筆
）
赤
ペ
ン
書
日
（
挿
入
）

本
國
（
黒
ペ
ン
書
）

民
た
る
の
要
件
は
こ
れ
を
法
律
で
定
め
る

　

第 

十
條　

國
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
權
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の

憲
法
が
國
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
權
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の

權
利
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
國
民
に
與
へ
ら
れ
る
。

 

○
（
黒
ペ
ン
書
）第 

十
一
條　

こ
の
憲
法
が
國
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
權
利
は
、
國
民
の
不
断

の
努
力
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
國
民
は
、

こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
つ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ

れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

○
（
黒
ペ
ン
書
）第 

十
二
條　

す
べ
て
國
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び

幸
福
追
求
に
対
す
る
國
民
の
權
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い

限
り
、
立
法
そ
の
他
の
國
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

（欄外記入6）

第 

十
三
條　

す
べ
て
國
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
つ
て
、　　

人
種
、
信
條
、

性
別
、
社
會
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
會
的
關

係
に
お
い
て
、
差
別
をさ

受
れけ
な
い
。

　
　
　

華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

　
　

 　

榮
譽
、
勲
章
そ
の
他
の
榮
典
の
授
与
は
、
い
か
な
る
特
權
も
伴
は
な
い
。

榮
典
の
授
与
は
、
現
に
こ
れ
を
有
し
、
又
は
将
来
こ
れ
を
受
け
る
者
の
一
代

に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　

第 

十
四
條　

公
務
員
を
選
定
し
、
及
び
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
は
、
國
民
固
有
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の
權
利
で
あ
る
。

　
　

 
す
べ
て
公
務
員
は
、全
體
の
奉
仕
者
で
あ
つ
て
、一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
。

　
　

 
す
べ
て
選
擧
に
お
け
る
投
票
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
選

擧
人
は
、
そ
の
選
択
に
關
し
公
的
に
も
私
的
に
も
責
任
を
問
は
れ
な
い
。

　

第 

十
五
條　

何
人
も
、
損
害
の
救
濟
、
公
務
員
の
罷
免
、
法
律
、
命
令
又
は
規

則
の
制
定
、
廃
止
又
は
改
正
そ
の
他
の
事
項
に
關
し
、
平
穏
に
請
願
す
る
權

利
を
有
し
、
何
人
も
、
か
か
る
請
願
を
し
た
た
め
に
い
か
な
る
差
別
待
遇
も

受
け
な
い
。

　

第 

十
六
條　

何
人
も
、
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
又
、
犯
罪
に
因

る
処
罰
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な

い
。

　

第 

十
七
條　

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

第 

十
八
條　

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
對
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な

る
宗
教
団
體
も
、
國
か
ら
特
權
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
權
力
を
行
使
し
て

は
な
ら
な
い
。

　
　

 

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強

制
さ
れ
な
い
。

　
　

 

國
及
び
そ
の
機
關
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は

な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
（
欄
外
記
入
７
） （
欄
外
記
入
８
）

　

第 

十
九
條　

集
會
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、

こ
れ
を
保
障
す
る
。

　
　

 

検
閲
は
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
通
信
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は

な
ら
な
い
。

　

第 

二
十
條　

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
転
及
び
職

業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
。

　
　

何
人
も
、
外
國
に
移
住
し
、
又
は
國
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
。

　

第 

二
十
一
條　

學
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

（欄外記入9）

第 

二
十
二
條　

婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等

の
權
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

 

�

（
赤
鉛
筆
書
）配
偶
者
の
選
択
、
財
産
權
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
並
び
に
婚

姻
及
び
家
族
に
關
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
關
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
權尊

威厳

と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

二
十
三
條　

法
（
加
筆
）
生
存律
は権

、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
會
の
福
祉
、

生
活
の社

会

保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

二
十
四
條　

す
べ
て
國
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力

に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
權
利
を
有
す
る
。

　

�

（
赤
鉛
筆
書
）す
べ
て
國

（
挿
入
）

民
は
、
法

（
黒
ペ
ン
書
）

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
児子

女童
に
初普

通等
教
育
を

　
　

受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
。
初義

務等
教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

�
（
赤
鉛
筆
書
）

第
二
十
五
條　

す
べ
て
國
民
は
、
勤

（
挿
入
）

労
働（

黒
ペ
ン
書
）

の
權
利
を
有
すし

義
務
を
負
ふ

る
。

　
　

 
賃
金
、
就
業
時

（
挿
入
）

間
休

（
赤
鉛
筆
書
）

息
の
勤
労
條
件
に
關
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定

め
る
。
児
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
（
欄
外
記
入
10
） 
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第 

二
十
六
條　

勤
労
者
の
団
結
す
る
權
利
及
び
団
體
交
渉
そ
の
他
の
団
體
行
動

を
す
る
權
利
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

（欄外記入11）

○ 

第
二
十
七
條　

財
産
權
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

（欄外記入1（）

 　

財
産
權
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定

　

め
る
。

　
　

 　

私
有
財
産
は
、
正
当
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
ひ
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

第 

二
十
八
條　

何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命

若
し
く
は
自
由
を
奪
は
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。

　

第 

二
十
九
條　

何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
權
利
を
奪
は
れ
な

い
。

　

第 

三
十
條　

何
人
も
、
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
權
限

を
有
す
る
司
法
官
憲
が
発
し
、
且
つ
理
由
と
な
つ
て
ゐ
る
犯
罪
を
明
示
す
る

令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
逮
捕
さ
れ
な
い
。

　

第 

三
十
一
條　

何
人
も
、
理
由
を
直
ち
に
告
げ
ら
れ
、
且
つ
、
直
ち
に
辯
護
人

に
依
頼
す
る
權
利
を
與
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
な
い
。
又
、

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
拘
禁
さ
れ
ず
、
要
求
が
あ
れ
ば
、
そ

の
理
由
は
、
直
ち
に
本
人
及
び
そ
の
辯
護
人
の
出
席
す
る
公
開
の
法
廷
で
示

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

三
十
二
條　

何
人
も
、
そ
の
住
居
、
書
類
及
び
所
持
品
に
つ
い
て
、
侵
入
、

捜
索
及
び
押
収
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
權
利
は
、
第
三
十
條
の
場
合
を
除
い

て
は
、
正
当
な
理
由
に
基
い
て
発
せ
ら
れ
、
且
つ
捜
索
す
る
場
所
及
び
押
収

す
る
物
を
明
示
す
る
令
状
が
な
け
れ
ば
、
侵
さ
れ
な
い
。

　
　

 　

捜
索
又
は
押
収
は
、
權
限
を
有
す
る
司
法
官
憲
が
発
す
る
各
別
の
令
状
に

よ
り
、
こ
れ
を
行
ふ
。

　

第 

三
十
三
條　

公
務
員
に
よ
る
拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰
は
、
絶
對
に
こ
れ
を
禁

ず
る
。

　

第 

三
十
四
條　

す
べ
て
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、
公
平
な
裁
判
所

の
迅
速
な
公
開
裁
判
を
受
け
る
權
利
を
有
す
る
。

　
　

 　

刑
事
被
告
人
は
、
す
べ
て
の
證
人
に
對
し
て
審
問
す
る
機
會
を
充
分
に
與

へ
ら
れ
、
又
、
公
費
で
自
己
の
た
め
に
強
制
的
手
続
に
よ
り
證
人
を
求
め
る

權
利
を
有
す
る
。

　
　

 　

刑
事
被
告
人
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
資
格
を
有
す
る
辯
護
人
を
依
頼

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
人
が
自
ら
こ
れ
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
國
で
こ
れ
を
附
す
る
。

　

第 

三
十
五
條　

何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
。

　
　

 　

強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
のに

下よ

でる

の
自
白
又
は
不
当
に
長
く
抑
留
若
し

く
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
は
、
こ
れ
を
證
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

 　

何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
唯
一
の
證
拠
が
本
人
の
自
白
で
あ
る
場
合
に

は
、
有
罪
と
さ
れ
、
又
は
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。

　

第 

三
十
六
條　

何
人
も
、
実
行
の
時
に
適
法
で
あ
つ
た
行
為
又
は
既
に
無
罪
と

さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
。
又
、
同
一
の

犯
罪
に
つ
い
て
、
重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
。

　
　
（
欄
外
記
入
13
）

　
　
　

第
四
章　

國
會

　

第 

三
十
七
條　

國
會
は
、
國
權
の
最
高
機
關
で
あ
つ
て
、
國
の
唯
一
の
立
法
機
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關
で
あ
る
。

　

第
三 
十
八
條　

國
會
は
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
両
議
院
で
こ
れ
を
構
成
す

る
。

　

第 

三
十
九
條　

両
議
院
は
、
全
國
民
を
代
表
す
る
選
擧
さ
れ
た
議
員
で
こ
れ
を

組
織
す
る
。

　
　

両
議
院
の
議
員
の
定
数
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

　

第 

四
十
條　

両
議
院
の
議
員
及
び
そ
の
選
擧
人
の
資
格
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定

め
る
。
但
し
、
人
種
、
信
條
、
性
別
、
社
會
的
身
分
又、

は
門

（
挿
入
）

地
教

（
黒
ペ
ン
書
）

育
、
財
産

又
は
収
入
に
よ
つ
て
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

第 

四
十
一
條　

衆
議
院
議
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。
但
し
、
衆
議
院
解
散

の
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
満
了
前
に
終
了
す
る
。

　

第 

四
十
二
條　

参
議
院
議
員
の
任
期
は
、
六
年
と
し
、
三
年
ご
と
に
議
員
の
半

数
を
改
選
す
る
。

　

第 

四
十
三
條　

選
擧
区
、
投
票
の
方
法
そ
の
他
両
議
院
の
議
員
の
選
擧
に
關
す

る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

　

第 

四
十
四
條　

何
人
も
、
同
時
に
両
議
院
の
議
員
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

第 

四
十
五
條　

両
議
院
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
國
庫
か

ら
相
当
額
の
歳
費
を
受
け
る
。

　

第 

四
十
六
條　

両
議
院
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
國
會

の
會
期
中
逮
捕
さ
れ
ず
、
會
期
前
に
逮
捕
さ
れ
た
議
員
は
、
そ
の
議
院
の
要

求
が
あ
れ
ば
、
會
期
中
こ
れ
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

四
十
七
條　

両
議
院
の
議
員
は
、
議
院
で
行
つ
た
演
説
、
討
論
又
は
表
決
に

つ
い
て
、
院
外
で
責
任
を
問
は
れ
な
い
。

　

第
四
十
八
條　

國
會
の
常
會
は
、
毎
年
一
回
こ
れ
を
召
集
す
る
。

　

第 

四
十
九
條　

内
閣
は
、
國
會
の
臨
時
會
の
召
集
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
い
づ
れ
か
の
議
院
の
總
議
員
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
内

閣
は
、
そ
の
召
集
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

五
十
條　

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
、

衆
議
院
議
員
の
總
選
擧
を
行
ひ
、
そ
の
選
擧
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
國

會
を
召
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

 　

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、
参
議
院
は
、
同
時
に
閉
會
と
な
る
。
但

し
、
内
閣
は
、
國
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
参
議
院
の
緊
急
集
會
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 　

前
項
但
書
の
緊
急
集
會
に
お
い
て
採
ら
れ
た
措
置
は
、
臨
時
の
も
の
で
あ

つ
て
、
次
の
國
會
開
會
の
後
十
日
以
内
に
、
衆
議
院
の
同
意
が
な
い
場
合
に

は
、
そ
の
効　

力
を
失
ふ
。

　

第 

五
十
一
條　

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
議
員
の
選
擧
又
は
資
格
に
關
す
る
争
訟

を
裁
判
す
る
。
但
し
、
議
員
の
議
席
を
失
は
せ
る
に
は
、
出
席
議
員
の
三
分

の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

　

第 

五
十
二
條　

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
總
議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
出
席
が
な

け
れ
ば
、
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

 　

両
議
院
の
議
事
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、

出
席
議
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

第 

五
十
三
條　

両
議
院
の
會
議
は
、
公
開
と
す
る
。
但
し
、
出
席
議
員
の
三
分

の
二
以
上
の
多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
秘
密
會
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。



広島大学文書館紀要　第10号（2008年）

― 67 ―

　
　

 　

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
會
議
の
記
録
を
保
存
し
、
秘
密
會
の
記
録
の
中
で

特
に
秘
密
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
は
、
こ
れ
を
公
表
し
、
且
つ

一
般
に
頒
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

 　

出
席
議
員
の
五
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
各
議
員
の
表
決
は
、
こ

れ
を
會
議
録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

五
十
四
條　

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
議
長
そ
の
他
の
役
員
を
選
任
す
る
。

　
　

 　

両
議
院
は
、
各
々
そ
の
會
議
そ
の
他
の
手
続
及
び
内
部
の
規
律
に
關
す
る

規
則
を
定
め
、
又
、
院
内
の
秩
序
を
み
だ
し
た
議
員
を
懲
罰
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
但
し
、
議
員
を
除
名
す
る
に
は
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多

数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

　

第 

五
十
五
條　

法
律
案
は
、こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、

両
議
院
で
可
決
し
た
と
き
法
律
と
な
る
。

　
　

 　

衆
議
院
で
可
決
し
、参
議
院
で
こ
れ
と
異
な
つ
た
議
決
を
し
た
法
律
案
は
、

衆
議
院
で
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
再
び
可
決
し
た
と
き
は
、

法
律
と
な
る
。

　
　

 　

参
議
院
が
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
法
律
案
を
受
け
取
つ
た
後
、
國
會
休
會

中
の
期
間
を
除
い
て
六
十
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院
は
、

参
議
院
が
そ
の
法
律
案
を
否
決
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

第   

五
十
六
條　

予
算
は
、
さ
き
に
衆
議
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

 

予
算
に
つ
い
て
、
参
議
院
で
衆
議
院
と
異
な
つ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
両
議
院
の
協
議
會
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致

し
な
い
と
き
、
又
は
参
議
院
が
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
予
算
を
受
け
取
つ
た

後
、
國
會
休
會
中
の
期
間
除
い
て
四三（
赤
鉛
筆
書
）

十
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、

衆
議
院
の
議
決
を
國
會
の
議
決
と
す
る
。

　

第 

五
十
七
條　

條
約
の
締
結
に
必
要
な
國
會
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
前
條
第
二

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

第 

五
十
八
條　

両
議
院
は
、
各
々
國
務政

（
赤
鉛
筆
書
）

に
關
す
る
調
査
を
行
ひ
、
こ
れ
に
關
し

て
證
人
の
出
頭
及
び
證
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

第 

五
十
九
條　

内
閣
總
理
大
臣
そ
の
他
の
國
務
大
臣
は
、
両
議
院
の
一
に
議
席

を
有
す
る
と
有
し
な
い
と
に
か
か
は
ら
ず
、
何
時
で
も
議
案
に
つ
い
て
発
言

す
る
た
め
議
院
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
答
辯
又
は
説
明
の
た
め

出
席
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

六
十
條　

國
會
は
、
罷
免
の
訴
追
を
受
け
た
裁
判
官
を
裁
判
す
る
た
め
、
両

議
院
の
議
員
で
組
織
す
る
弾
劾
裁
判
所
を
設
け
る
。

　
　

弾
劾
に
關
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

　
　
　

第
五
章　

内
閣

　

第
六
十
一
條　

行
政
權
は
、
内
閣
に
属
す
る
。

　

第 

六
十
二
條　

内
閣
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
首
長
た
る
内

閣
總
理
大
臣
及
び
そ
の
他
の
國
務
大
臣
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。

　
　

内
閣
は
、行
政
權
の
行
使
に
つ
い
て
、國
會
に
對
し
連
帯
し
て
責
任
を
負
ふ
。

　

第 

六
十
三
條　

内
閣
總
理
大
臣
は
、
國
會
の
議
決
で
、
こ
れ
を
指
名
す
る
。
こ

の
指
名
は
、
他
の
す
べ
て
の
案
件
に
先
だ
つ
て
、
こ
れ
を
行
ふ
。

　
　

 　

衆
議
院
と
参
議
院
と
が
異
な
つ
た
指
名
の
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
両
議
院
の
協
議
會
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な

い
と
き
、
又
は
衆
議
院
が
指
名
の
議
決
を
し
た
後
、
國
會
休
會
中
の
期
間
を
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除
い
て
二

（
赤
鉛
筆
書
）十

日
以
内
に
、
参
議
院
が
、
指
名
の
議
決
を
し
な
い
と
き
は
、
衆

議
院
の
議
決
を
國
會
の
議
決
と
す
る
。

　

第 
六
十
四
條　

内
閣
總
理
大
臣
は
、
國
會
の
承
認
に
よ
り
、
國
務
大
臣
を
任
命

す
る
。
こ
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
前
條
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
　

内
閣
總
理
大
臣
は
、
任
意
に
國
務
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第 

六
十
五
條　

内
閣
は
、
衆
議
院
で
不
信
任
の
決
議
案
を
可
決
し
、
又
は
信
任

の
決
議
案
を
否
決
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
な
い
限

り
、
總
辞
職
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

六
十
六
條　

内
閣
總
理
大
臣
が
缺
け
た
と
き
、
又
は
衆
議
院
議
員
總
選
擧
の

後
に
初
め
て
國
會
の
召
集
が
あ
つ
た
と
き
は
、
内
閣
は
、
總
辞
職
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

六
十
七
條　

前
二
條
の
場
合
に
は
、
内
閣
は
、
あ
ら
た
に
内
閣
總
理
大
臣
が

任
命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
ふ
。

　

第 

六
十
八
條　

内
閣
總
理
大
臣
は
、内
閣
を
代
表
し
て
議
案
を
國
會
に
提
出
し
、

一
般
國
務
及
び
外
交
關
係
に
つ
い
て
國
會
に
報
告
し
、
並
び
に
行
政
各
部
を

指
揮
監
督
す
る
。

　

第
六
十
九
條　

内
閣
は
、
他
の
一
般
行
政
事
務
の
外
、
左
の
事
務
を
行
ふ
。

　
　

一　

法
律
を
誠
実
に
執
行
し
、
國
務
を
總
理
す
る
こ
と
。

　
　

二　

外
交
關
係
を
処
理
す
る
こ
と
。

　
　

三 　

條
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
但
し
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
つ
て
は
事
後
に
、

國
會
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

　
　

四 　

法
律
の
定
め
る
基
準
に
従
ひ
、
官
吏
に
關
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
こ

と
。

　
　

五 　

予
算
を
作
成
し
て
國
會
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

六 　

こ
の
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
、
政
令
を
制
定
す
る

こ
と
。
但
し
、
政
令
に
は
、
特
に
そ
の
法
律
の
委
任
が
あ
る
場
合
を
除
い

て
は
、
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

七 　

大
赦
、特
赦
、減
刑
、刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
權
を
決
定
す
る
こ
と
。

　

第 

七
十
條　

法
律
及
び
政
令
に
は
、
す
べ
て
主
任
の
國
務
大
臣
が
署
名
し
、
内

閣
總
理
大
臣
が
連
署
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

　

第 

七
十
一
條　

國
務
大
臣
は
、
そ
の
在
任
中
、
内
閣
總
理
大
臣
の
同
意
が
な
け

れ
ば
、
訴
追
さ
れ
な
い
。
但
し
、
こ
れ
が
た
め
、
訴
追
の
權
利
は
、
害
さ
れ

な
い
。

　
　
　

第
六
章　

司
法

　

第 

七
十
二
條　

す
べ
て
司
法
權
は
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
。

　
　

 　

特
別
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
行
政
機
關
は
、

終
審
と
し
て
裁
判
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

 　

す
べ
て
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心
に
従
ひ
独
立
し
て
そ
の
職
權
を
行
ひ
、
こ

の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。

　

第 

七
十
三
條　

最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
に
關
す
る
手
続
、
辯
護
士
、
裁
判
所
の

内
部
規
律
及
び
司
法
事
務
処
理
に
關
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を
定
め
る

權
限
を
有
す
る
。

　
　

 　

検
察
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
規
則
に
従
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

 　

最
高
裁
判
所
は
、
下
級
裁
判
所
に
關
す
る
規
則
を
定
め
る
權
限
を
、
下
級

裁
判
所
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第 

七
十
四
條　

裁
判
官
は
、
裁
判
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
を
執

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
決
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
の
弾
劾
に
よ
ら

な
け
れ
ば
罷
免
さ
れ
な
い
。
裁
判
官
の
懲
戒
処
分
は
、
行
政
機
關
が
こ
れ
を

行
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

第 

七
十
五
條　

最
高
裁
判
所
は
、
法
律
の
定
め
る
員
数
の
裁
判
官
で
こ
れ
を
構

成
し
、
そ
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
し
、
法
律
の
定
め
る

年
齢
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

　
　

 　

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
は
、
そ
の
任
命
後
初
め
て
行
は
れ
る
衆
議

院
議
員
總
選
擧
の
際
國
民
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
後
十
年
を
経
過
し
た
後
初

め
て
行
は
れ
る
衆
議
院
議
員
總
選
擧
の
際
更
に
審
査
に
付
し
、
そ
の
後
も
同

様
と
す
る
。

　
　

 　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
投
票
者
の
多
数
が
裁
判
官
の
罷
免
を
可
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
裁
判
官
は
、
罷
免
さ
れ
る
。

　
　

審
査
に
關
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

　
　

 　

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。

こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

第 

七
十
六
條　

下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名

簿
に
よ
つ
て
、
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
す
る
。
そ
の
裁
判
官
は
、
任
期
を
十
年

と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し

た
時
に
は
退
官
す
る
。

　
　

 　

下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。

こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

第
七
十
七
條　

最
高
裁
判
所
は
、
※

（
挿
入
）

終下
記
囲
ま審
裁れ

た

部

分

判
所
でを

あ挿

入る
。

　
　

 

最
高
裁
判
所
は
、
一

（
囲
み
は
鉛切

の筆
書
）法

律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合

す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
權
限
を
有
す
る
。

　

第
七
十
八
條　

裁
判
の
對
審
及
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
ふ
。

　
　

 　

裁
判
所
が
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害

す
る
虞
が
あ
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、
對
審
は
、
公
開
し
な
い
で
こ
れ
を

行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
政
治
犯
罪
、
出
版
に
關
す
る
犯
罪
又
は
こ
の

憲
法
第
三
章
で
保
障
す
る
國
民
の
權
利
が
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
事
件
の
對
審

は
、
常
に
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
七
章　

財
政

　

第 

七
十
九
條　

國
の
財
政
を
処
理
す
る
權
限
は
、
國
會
の
議
決
に
基
い
て
、
こ

れ
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

　

第 

八
十
條　

あ
ら
た
に
租
税
を
課
し
、
又
は
現
行
の
租
税
を
変
更
す
る
に
は
、

法
律
又
は
法
律
の
定
め
る
條
件
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

　

第 

八
十
一
條　

國
費
を
支
出
し
、
又
は
國
が
債
務
を
負
担
す
る
に
は
、
國
會
の

議
決
に
基
く
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　

 

（
欄
外
記
入
14
） 

　

第 

八
十
二
條　

内
閣
は
、
毎
會
計
年
度
の
予
算
を
作
成
し
、
國
會
に
提
出
し
て
、

そ
の
審
議
を
受
け
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第 

八
十
三
條　

予
見
し
難
い
予
算
の
不
足
に
充
て
る
た
め
、
國
會
の
議
決
に
基

い
て
予
備
費
を
設
け
、
内
閣
の
責
任
で
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 　

す
べ
て
予
備
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
内
閣
は
、
事
後
に
國
會
の
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（欄外記入15）

第 

八
十
四
條　

世
襲
財
産
以
外
の
皇
室
の
財
産
は
、
す
べ
て
國
に
属
す
る
。
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（
（
挿
入
）皇

室
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
す
べ
て
國
庫
の
収
入
と
し
、）

（
挿
入
）法

律

の
定
め
る
皇
室
の
支
出
は
、
予
算
に
計
上
し
て
國
會
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

第 

八
十
五
條　

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
體

の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、

教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
對
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に

供
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

第 

八
十
六
條　

國
の
収
入
支
出
の
決
算
は
、
す
べ
て
毎
年
會
計
検
査
院
が
こ
れ

を
検
査
し
、
内
閣
は
、
次
の
年
度
に
、
そ
の
検
査
報
告
と
と
も
に
、
こ
れ
を

國
會
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

會
計
検
査
院
の
組
織
及
び
權
限
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

　

第 

八
十
七
條　

内
閣
は
、
國
會
及
び
國
民
に
對
し
、
定
期
に
、
少
く
と
も
毎
年

一
囘
、
國
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
八
章　

地
方
自
治

　

第 

八
十
八
條　

地
方
公
共
団
體
の
組
織
及
び
運
営
に
關
す
る
事
項
は
、
地
方
自

治
の
本
旨
に
基
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

　

第 

八
十
九
條　

地
方
公
共
団
體
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

議
事
機
關
と
し
て
議
會
を
設
置
す
る
。

　
　

 　

地
方
公
共
団
體
の
長
、
そ
の
議
會
の
議
員
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の

吏
員
は
、
そ
の
地
方
公
共
団
體
の
住
民
が
、
直
接
こ
れ
を
選
擧
す
る
。

　

第 

九
十
條　

地
方
公
共
団
體
は
、
そ
の
財
産
を
管
理
し
、
事
務
を
処
理
し
、
及

び
行
政
を
執
行
す
る
權
能
を
有
し
、
法
律
の
範
囲
内
で
條
例
を
制
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

第 

九
十
一
條　

一
の
地
方
公
共
団
體
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
は
、
法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
方
公
共
団
體
の
住
民
の
投
票
に
お
い
て
そ

の
過
半
数
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
國
會
は
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

　
　
　

第
九
章　

改
正

　

第 

九
十
二
條　

こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議
院
の
總
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
で
、
國
會
が
、
こ
れ
を
発
議
し
、
國
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
承
認
に
は
、
特
別
の
國
民
投
票
又
は
國
會
の
定
め

る
選
擧
の
際
行
は
れ
る
投
票
に
お
い
て
、
そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す

る
。

　
　

 　

憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
経
た
と
き
は
、
天
皇
は
、
國
民
の
名

で
、
こ
の
憲
法
と
一
體
を
成
す
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
こ
れ
を
公
布
す
る
。

　
　
　

第
十
章　

最
高
法
規

　

第 

九
十
三
條　

こ
の
憲
法
が
日
本
國
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
權
は
、
人
類
の

多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
權
利
は
、

過
去
幾
多
の
試
錬
に
堪
へ
、
現
在
及
び
将
来
の
國
民
に
對
し
、
侵
す
こ
と
の

で
き
な
い
永
久
の
權
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第 

九
十
四
條　

こ
の
憲
法
並
び
に
こ
れ
に
基
い
て
制
定
さ
れ
た
法
律
及
び
條
約

は
、
國
の
最
高
法
規
とで

あ

しっ
て

、
そ
の
條
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔
勅
及

び
國
務
に
關
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し

な
い
。

�

（
加
筆
）
黒
ペ
ン
書
第 

九
十
五
條　

天
皇
又
は
攝
政
及
び
國
務
大
臣
、
國
會
議
員
、
裁
判　
　

官
そ

の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
。
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（
欄
外
記
入
16
） 

　
　
　

第
十
一
章　

補
則

　

第 
九
十
六
條　

こ
の
憲
法
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
を
経
過
し
た

日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

　
　

 　

こ
の
憲
法
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
法
律
の
制
定
、
参
議
院
議
員
の
選

擧
及
び
國
會
召
集
の
手
続
並
び
に
こ
の
憲
法
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
準

備
手
続
は
、
前
項
の
期
日
よ
り
も
前
に
、
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

（欄外記入16）

第 

九
十
七
條　

こ
の
憲
法
施
行
の
際
現
に
華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
地
位
に
あ
る

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
位
は
、
そ
の
生
存
中
に
限
り
、
こ
れ
を
認
め
る
。

但
し
、
将
来
、
華
族
そ
の
他
の
貴
族
た
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か
な
る
政
治
的

權
力
も
有
し
な
い
。

　

第 

九
十
八
條　

こ
の
憲
法
施
行
の
際
、
参
議
院
が
ま
だ
成
立
し
て
ゐ
な
い
と
き

は
、そ
の
成
立
す
る
ま
で
の
間
、衆
議
院
は
、國
會
と
し
て
の
權
限
を
行
ふ
。

　

第 

九
十
九
條　

こ
の
憲
法
に
よ
る
第
一
期
の
参
議
院
議
員
の
う
ち
、
そ
の
半
数

の
者
の
任
期
は
、
こ
れ
を
三
年
と
す
る
。
そ
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
定
め
る
。

　

第 

百
條　

こ
の
憲
法
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
國
務
大
臣
、
衆
議
院
議
員
及
び

裁
判
官
並
び
に
そ
の
他
の
公
務
員
で
、
そ
の
地
位
に
相
応
す
る
地
位
が
こ
の

憲
法
で
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
者
は
、
法
律
で
特
別
の
定
を
し
た
場
合
を
除
い
て

は
、
こ
の
憲
法
施
行
の
た
め
、
当
然
に
は
そ
の
地
位
を
失
ふ
こ
と
は
な
い
。

但
し
、
こ
の
憲
法
に
よ
つ
て
、
後
任
者
が
選
擧
又
は
任
命
さ
れ
た
と
き
は
、

当
然
そ
の
地
位
を
失
ふ

）
3
（

。

（
欄
外
記
入
１
）「
留
保
」
と
黒
ペ
ン
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
２
）「
質
問
」
と
黒
ペ
ン
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
３
）「
留
保
」
と
赤
鉛
筆
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
４
）「
留
保
」
と
赤
鉛
筆
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
５
）「
留
保
」
と
赤
鉛
筆
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
６
）「
田
原
君　

水
平
社
問
題
」
と
黒
ペ
ン
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
７
）「
✓
何
人
も
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
時
は
、
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
又
は
公
共
団
体
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」「
✓
」
の
赤

鉛
筆
書
に
て
の
印
、
以
下
は
、
青
鉛
筆
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
８
）「
□
□
、一
宗
一
派
に
偏
す
る
宗
教
教
育
及
宗
教
活
動
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
」

（
欄
外
記
入
９
）「
母
性
の
問
題　

武
田
キ
ヨ
女
史
」（
黒
ペ
ン
書
）

（
欄
外
記
入
10
）「
妨
げ
な
い
。」（
黒
ペ
ン
書
）

（
欄
外
記
入
11
）「
留
保
」
と
黒
ペ
ン
書
赤
鉛
筆
書
囲
み
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
1（
）「（
但
）
私
有
財
産
ハ
コ
レ
ヲ
公
共
ノ
タ
メ
ニ
用
ユ
ル
コ
ト
ガ
デ
キ
ル
、
コ

ノ
場
合
ニ
ハ
法
律
ノ
定
メ
ル
ト
コ
ロ
ニ
ヨ
リ
補
償
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
」「
私
有
財
産
ハ
法
律
ノ

定
メ
ル
ト
コ
ロ
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
公
共
ノ
タ
メ
ニ
用
イ
ル
コ
ト
ガ
デ
キ
ル
」
と
黒
ペ
ン
書
に
て
書

き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
13
）「
何
人
も
拘
留
及
拘
禁
さ
れ
後
無
罪
の
裁
判
を
受
け
た
時
は
、
法
律
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
に
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
青
鉛
筆
書
に
て
書
き

込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
14
）「
世
襲
財
産
及
び
そ
れ
よ
り
生
ず
る
収
益
は
す
べ
て
国
に
属
す
る
。」

（
欄
外
記
入
15
）「
留
保
」
と
赤
鉛
筆
書
、「
Ｎ
」
赤
鉛
筆
書
、「
反
対
、」
と
黒
ペ
ン
書
と
の

書
き
込
み
あ
り
。

（
欄
外
記
入
16
）「
日
本
が
締
結
又
は
加
入
し
た
条
約
、
日
本
の
参
加
し
た
国
際
機
関
の
決
定
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小池聖一　　森戸辰男関係文書のなかの日本国憲法（（）

及
び
一
般
に
承
認
さ
れ
た
国
際
法
規
は
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要

と
す
る
。

（
欄
外
記
入
17
）「
削
除
」
と
赤
鉛
筆
書
で
の
書
き
込
み
あ
り
。

２
．
第
九
〇
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
憲
法
改
正
問
題
と
森
戸

（
一
）
第
九
〇
帝
国
議
会
本
会
議
に
お
け
る
憲
法
改
正
問
題

　

第
二
二
回
総
選
挙
で
当
選
し
て
日
本
社
会
党
代
議
士
と
な
っ
た
森
戸
辰
男
は
、

昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
年
）
六
月
二
七
日
の
本
会
議
で
質
問
に
立
っ
た
。

　

質
問
の
要
点
は
、
第
一
に
、
森
戸
は
、
草
案
審
議
に
あ
た
り
、
修
正
と
し
て
考

え
る
の
か
、
新
た
な
新
憲
法
制
定
と
し
て
考
え
る
の
か
、
と
質
問
。
第
二
に
、
吉

田
茂
内
閣
が
草
案
作
成
に
あ
た
っ
て
国
民
の
意
思
を
反
映
す
る
努
力
を
行
な
っ
た

か
、
第
三
に
、
審
議
機
関
と
し
て
の
貴
族
院
の
妥
当
性
に
対
す
る
疑
義
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
華
族
制
度
の
廃
止
を
提
案
し
た
。
第
四
に
、
社
会
党
の
主
張

と
し
て
、
草
案
に
あ
る
民
主
主
義
と
平
和
主
義
に
加
え
て
社
会
主
義
の
生
成
と
い

う
点
を
考
慮
し
、
社
会
的
・
文
化
的
人
権
を
加
味
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
第
五

と
し
て
国
会
を
無
休
と
し
、
第
六
と
し
て
象
徴
天
皇
制
に
つ
い
て
賛
意
を
し
め
し

な
が
ら
質
問
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
天
皇
制
と
民
主
主
義
と
の
平
和

的
結
合
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た

）
4
（

。

　

広
島
大
学
文
書
館
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
で
は
、
こ
の
本
会
議
質
問
の
草
稿

が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
文
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

 　

今
日
の
我
国
は
神
武
建
国
、
大
化
改
新
、
明
治
維
新
に
比
す
べ
き
、
或
は

ヨ
リ
重
大
な
変
革
期
で
あ
り
、
新
国
家
建
設
の
時
で
あ
る
。

　
　

 

か
か
る
新
国
家
建
設
の
根
基
を
定
め
そ
の
方
向
を
示
さ
う
と
す
る
憲
法
の
改

正
は
実
に
此
上
な
く
重
大
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
此
度
の
改
正
は
そ
の
草
案

そ
の
も
の
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
作
成
、
審
議
機
関
・
方
法
に
お
い

て
も
、
充
分
こ
の
重
大
性
に
即
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
観
点

よ
り
本
員
は
次
の
論
点
に
つ
き
政
府
の
所
信
を
資
し
た
い
。

　
　

 

一
、
本
改
正
案
は
憲
法
七
十
二
条
に
も
と
づ
い
て
本
院
に
提
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
い
ふ
「
自
由
に
表
明
せ
ら
れ
た
国
民
の
意
志

に
よ
る
決
定
」
と
の
関
係
如
何

　
　

 

二
、
政
府
は
敗
戦
と
そ
れ
に
続
く
国
民
生
活
危
機
の
た
め
、
国
民
の
思
考
の

余
裕
の
少
い
時
期
に
、
永
久
性
あ
る
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
を
適
当
と
考
へ

る
か

　
　

 

三
、
政
府
は
本
原
案
の
作
成
に
あ
た
つ
て
国
民
の
意
思
を
反
映
す
る
た
め
如

何
な
る
積
極
的
努
力
を
な
し
た
か

　
　

 

四
、
政
府
は
政
府
自
身
及
び
本
議
会
を
も
つ
て
憲
法
改
正
を
担
当
す
る
適
任

者
と
考
え
て
ゐ
る
か

　
　

 

五
、
政
府
こ
の
激
し
い
変
革
の
時
代
の
唯
中
で
、
永
久
性
の
あ
る
憲
法
を
制

定
す
る
こ
と
が
可
能
と
思
ふ
か
。
敢
て
制
定
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
性
格
は

綱
領
的
な
も
の
と
な
る
と
思
ふ
が
、
政
府
は
ど
う
考
へ
る
か

　
　

 
六
、
新
憲
法
が
綱
領
的
性
格
を
具
備
す
る
場
合
、
そ
れ
は
変
革
の
方
向
を
明

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
変
革
の
方
向
を
政
府
は
ど
う
み
る
か
。

　
　

 

七
、
新
憲
法
の
眼
目
た
る
国
家
基
本
権
の
規
定
に
お
い
て
政
治
的
人
権
宣
言

に
比
し
、
社
会
的
・
文
化
的
人
権
宣
言
の
部
分
が
甚
だ
薄
弱
で
あ
る
と
思
ふ
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が
、
政
府
は
ど
う
考
へ
る
か
。

　
　

 
八
、
経
済
生
活
に
お
け
る
発
展
傾
向
に
か
ん
が
み
、
政
府
は
財
産
権
の
公
共

性
を
明
確
に
す
る
と
共
に
、
生
活
権
の
確
立
を
規
定
す
べ
き
て
は
な
か
つ
た

か
。

　
　

 

九
、
政
府
は
天
皇
に
関
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
「
象
徴
」
の
語
を
如
何
に
解

釈
す
る
か
。

　
　

 

十
、
政
府
は
本
改
正
憲
法
制
定
後
、
少
く
と
も
十
年
後
に
お
い
て
理
想
的
な

民
主
主
義
的
方
法
に
よ
り
、
理
想
的
な
民
主
憲
法
を
制
定
す
る
旨
の
規
定
を

新
憲
法
に
投マ

マ

入
す
る
意
志
は
な
い
か

）
5
（

。

　

憲
法
改
正
作
業
は
、
本
会
議
を
経
て
七
二
名
よ
り
な
る
特
別
委
員
会
の
審
査
に

付
託
さ
れ
、
自
由
党
芦
田
均
委
員
長
の
も
と
七
月
一
日
よ
り
審
議
が
開
始
さ
れ

た
）
6
（

。
そ
の
際
、問
題
と
な
っ
た
の
は
、議
会
に
お
け
る
修
正
権
の
範
囲
で
あ
っ
た
。

金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
（
憲
法
担
当
）
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
発
す
る
大
目
的
に

関
し
て
は
修
正
が
で
き
ず
、
字
句
な
ど
の
修
正
に
と
ど
ま
る
も
の
と
の
意
見
を
明

ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
特
別
委
員
会
に
お
い
て
も
各
条
を
め
ぐ
る
修
正
意
見

等
が
応
酬
さ
れ
た
が
、
具
体
的
に
修
正
意
見
等
を
ま
と
め
る
た
め
小
委
員
会
が
設

置
さ
れ
る
こ
と
な
り
、
七
月
二
五
日
の
第
一
回
会
合
よ
り
、
八
月
二
〇
日
の
最
終

回
ま
で
、
一
四
回
の
会
合
が
も
た
れ
た
。
小
委
員
会
は
、
委
員
長
芦
田
均
を
含
め
、

一
四
名
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
鈴
木
義
男
・
西
尾
末
広
と

と
も
に
、
委
員
と
し
て
森
戸
も
審
議
に
参
加
し
た
。

（
二
）
芦
田
小
委
員
会
の
経
緯

（
一
）
七
月
二
五
日　

各
党
修
正
案
の
提
示
①

　

議
事
は
、
懇
談
会
形
式
で
行
い
、
経
過
に
つ
い
て
は
芦
田
委
員
長
よ
り
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
を
発
表
す
る
こ
と
と
な
り
、
自
由
党
、
社
会
党
・
新
政
会
の
修
正
案
の
説
明

が
行
な
わ
れ
た
。

　

森
戸
辰
男
関
係
文
書
に
も
、
上
記
、
各
党
の
修
正
案
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、自
由
党
修
正
案
で
は
、下
記
の
「
日
本
国
憲
法
草
案　

前
文
修
正
（
案
）」

お
よ
び
「
憲
法
草
案
修
正
箇
所
（
案
）」
を
所
収
し
て
い
る
。

　
　
　
　

日
本
国
憲
法
草
案
全
文
修
正
（
案
）

　
　

 

日
本
国
民
は
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
會
議
員
を
通
じ
て
行
動

し
（
訂
正
・
加
筆
）

、す
る

現も
の
で在
及あ

っ
てび
将

（
黒
ペ
ン
書
）

来
の
た
め
に
、
諸
国
民
と
の
平
和
的
協
力
の
成
果
と
、
日
本

国
全
土
に
わ
た
る
自
由
の
惠
澤
と
を
確
保
し
、
政
府
の
行
動
に
よ
っ
て
再
び

戦
争
の
惨
禍
をが

発
生
さし

な
い
よせ
まう

に
す
るい
とこ

と

決
意
し
、
こ
ゝ

（
挿
入
）

に
主
権
が
国
民
のに

存

総す
る
こ
と意

が
至
高
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
、。

そ
も
そ

も
国
政
は
、
国
民
の
崇
高
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
権
威
は
国
民

に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ
の
便
益
は

国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
っ

て
、
こ
の
憲
法
は
、
こ
の
原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
我
ら
は
、
こ
の
憲原

理法

に
反
す
る
一
切

（
挿
入
）

の
憲
法
法
令
と

お
よ
び

詔（
挿
入
）

勅
は
こ
れ
を
廃排

除止
す
る
。

　
　

 　

日
本
国
民
は
、
常
に
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
高

遠
な

（
挿
入
）理

想
を
深
く
自
覚
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
等
の
安
全
と
生
存
を
あ

げ
て
、
平
和
を
愛
す
る
世
界
の
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
委
ね
よ
う
と
決
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意
し
た
。
我
等
は
平
和
を
維
持
し
、
專
制
と
隷
從
、
壓
迫
と
偏
狭
を
地
上
か

ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
會
に
伍
し
て
、
名
誉
あ
る
地

位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
我
等
は
、
す
べ
て
の
国
の
国
民
が
ひ
と
し
く
恐
怖

も
趹
乏
も
な
く
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

　
　

 　

我
等
は
、
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
は
な
ら
ぬ

の
で
あ
っ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。

こ
の
法
則
に
從
ふ
こ
と
は
、
自
国
の
独
立
を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
関
係
に

立
た
う
と
す
る
各
国
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　

 　

日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
懸
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
高
遠
な
原
理

と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ

）
7
（

。

　
　
　
　

憲
法
草
案
修
正
箇
所
（
案
）

　
　
　

第
二
章

　
　

戦
争
の
「
抛
棄
」
ヲ
「
否
認
」
ト
改
ム

　
　
　

第
三
章

　
　

第 

十
條
ノ
前
ニ
「
国
民
た
る
の
要
件
は
法
律
を
以
て
こ
れ
を
定
む
」
ノ
一
箇

條
ヲ
挿
入

　
　

第
十
三
條
「
差
別
を
受
け
な
い
」
ヲ
「
差
別
待
遇
を
受
け
な
い
」
ト
改
ム

　
　

第 

十
四
條
「
全
体
の
奉
仕
者
」
ヲ
「
全
体
へ
の
奉
仕
者
」
ニ
「
一
部
の
奉
仕

者
」
ヲ
「
一
部
へ
の
奉
仕
者
」
ト
改
ム

　
　

第 

廿
八
條
ヲ
次
ニ
「
日
本
国
民
は
法
律
の
定
め
る
處
に
よ
り
納
税
の
義
務
を

有
す
る
」
ノ
一
箇
條
ヲ
挿
入

　
　

第
丗
五
條
「
脅
迫
の
下
で
の
」
ヲ
「
脅
迫
に
よ
る
」
ト
改
ム

　
　

第 

丗
六
條
ノ
次
ニ
「
何
人
も
、
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
に
関
し
賠

償
を
求
む
る
権
利
を
有
す
る
」
ノ
一
箇
條
を
挿
入

　
　

第
五
十
五
條
「
六
十
日
」
ヲ
「
二
十
日
」
ニ
改
ム

　
　

第
五
十
六
條
「
四
十
日
」
ヲ
「
二
十
日
」
ニ
改
ム

　
　

第
五
十
八
條
「
国
務
」
ヲ
「
国
政
」
ニ
改
ム

　
　

第
六
十
三
條
「
二
十
日
」
ヲ
「
十
日
」
ニ
改
ム

　
　

第 

八
十
四
條
「
皇
室
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
は
す
べ
て
国
庫
の
収
入
と
し
」

ヲ
削
ル

　
　

第
九
十
四
條
「
並
び
に
こ
れ
に
基
い
て
制
定
さ
れ
た
法
律
及
條
約
」
ヲ
削
ル

　
　
※
以
下
、
黒
ペ
ン
書
に
て
加
筆

　
　

第
九
十
七
條　

削
除

　
　

第
二
十
二
条　

個
人
の
「
権
威
」
は
「
尊
厳
」

　
　

第
四
条　

そ
の
他
の
国
政

　
　
　
「
そ
の
権
能
」「
前
項
の
国
務
」

　
　

第
九
条
「
国
の
主
権
」「
国
権
」
の
発
動
た
る

（
８
）」 

　

ま
た
、
社
会
党
修
正
案
と
し
て
は
次
の
文
書
を
所
収
し
て
い
る
。

　

社
会
党
憲
法
改
正
特
別
委
員
会「
社
会
党
の
憲
法
改
正
草
案
修
正
意
見
」の「
草

案
第
一
章 

天
皇
」の
途
中
ま
で
が
欠
落
し
て
い
る
。
欠
落
部
分
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　
　

社
会
党
の
憲
法
改
正
草
案
修
正
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
会
党
憲
法
改
正
特
別
委
員
会

　
　
　

一
、
前
文
の
簡
潔
化
、
字
句
の
修
正
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草
案
第
一
章　

天
皇

　
　
　

 
草
案
第
二
条
第
二
項
に
「
即
位
に
際
し
て
は
国
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を

要
す
る
」
を
加
ふ
。

　
　
　

 

同
第
三
項
に
「
退
位
並
に
譲
位
に
付
て
も
国
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
要

す
る
」
を
加
ふ
。

　
　
　

 

同
第
五
条
第
二
項
に
「
摂
政
の
就
任
は
国
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
を
要
す

る
」
を
加
ふ
。

　
　
　

同
第
七
条
中（

９
）

下
記
の
部
分
か
ら
広
島
大
学
文
書
館
で
は
、
所
収
し
て
い
る
。

　
　
　
　

第
一
号
は
「
憲
法
改
正
法
律
、
政
令
を
認
證
す
る
□

こ
欠
カと
。」
と
改
む

　
　
　
　

第
二
号
「
国
會
を
召
集
す
る
こ
と
」
は
削
除
。

　
　
　
　

第
三
号
「
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
」
は
削
除
。

　
　
　
　

第
四
号
「
国
會
議
員
の
總
選
挙
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
」
は
削
除
。

　
　
　
　

第 

五
号
中
を
「
内
閣
總
理
大
臣
及
び
憲○

○法
法
律
の
定
め
る
官
吏
の
任

免
・
・
・
・
・
」
と
改
む

　
　
　

第
二
章　

戦
争
の
抛
棄

　
　

 

草
案
第
九
條
の
前
に
一
條
を
設
け
、「
日
本
國
は
平
和
を
愛
好
し
、
国
際
信

義
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
国
是
と
す
る
」
趣
旨
の
規
定
を
挿
入
。

　
　

第
九
條
と
共
に
之
を
總
則
に
移
す
も
可
。

　
　
　

第
三
章　

國
民
の
権
利
及
び
義
務

　
　

草
案
の
規
定
し
て
居
る
国
民
の
権
利
義
務
は
概
ね
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

　
　

 

一
〇　

基
本
権
の
宣
言
（
九
三
、
最
高
法
規
宣
言
参
照
）　

一
一
、
自
由
と

権
利
確
保
規
定　

一
二
、
個　
　

人
ノ
尊
厳
、
生
命
自
由
幸
福
追
求
の
権
利

尊
重
、　

一
三
、
平
等
の
原
則
、
榮
典
特
権
不
伴
の
原
則
、　　

一
四
、
公
務

員
選
任
の
権
利
、
一
五
、
請
願
の
権
利
、
一
六
、
奴
隷
的
拘
束
、
苦
役
の
禁

一
七
、
思
想
の
自
由
、　

一
八
、
信
教
の
自
由
、
一
九
、
集
會
結
社
言
論
出

版
通
信
の
自
由
、
二
〇
、
居
住
、
移
転
、
職
業
の
自
由
、
国
籍
離
脱
の
自

由
、
二
一
、
学
問
の
自
由
、
二
二
、
婚
姻
に
於
け
る
男
女
の
平
等
、
両
性
の

法
律
上
の
平
等
、
二
三
、
社
會
の
福
祉
、
生
活
保
障
、
公
衆
衛
生
の
向
上
の

立
法
原
則
、　

二
四
、
教
育
を
受
く
る
の
権
利
義
務
、　

二
五
、
勤
勞
の
権
利
、

　

二
六
、
勤
勞
者
団
結
及
団
体
交
渉
権
の
保
證
、　

二
七
、
財
産
権
の
尊
重
、

　

二
八
、
罪
刑
法
定
主
義
、　

二
九
、
裁
判
を
受
く
る
の
権
利
、　

三
〇
、
人

身
安
全
保
障
、　

三
一
、
自
己
防
禦
の
権
利
、　

三
二
、
捜
査
押
収
の
制
限
、

　

三
三
、
拷
問
及
び
残
虐
刑
の
禁
、
三
四
、
裁
判
に
於
け
る
権
利
の
保
護
、

三
五
、
自
由白

カ

強
要
の
禁
、　

三
六
、
法
律
不
遡
及
及
び
一
事
不
再
理
の
原
則
、

以
上
に
於
て
略
盡
さ
れ
て
居
る
や
う
で
あ
る
が
我
黨
の
見
地
に
於
て
は
、
国

民
意
識
の
現
状
に
照
し
て
義
務
の
方
向
に
於
て
充
分
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ

り
、
立
法
原
則
と
し
て
の
家
庭
生
活
の
保
護
、
高
等
教
育
の
国
家
保
障
、
一

般
的
生
存
権
保
障
、
勞
働
の
義
務
と
権
利
、
立
法
原
則
施
政
原
則
と
し
て
の

失
業
防
止
、
就
業
の
機
會
均
等
の
宣
言
、
国
民
の
休
息
権
、
老
年
、
疾
病
、

廃
疾
、
寡
婦
等
の
生
活
保
障
の
宣
言
、
公
共
の
福
祉
の
為
め
の
財
産
権
の
制

限
及
収
用
。
耕
作
権
の
保
障
、
土
地
独
占
の
禁
、
公
職
就
任
の
機
會
均
等
の

権
利
、
公
務
（
名
誉
職
を
含
む
）
に
就
く
の
義
務
、
納
税
公
共
負
担
の
義
務

等
々
の
改
定
が
趹
如
し
て
居
る
と
信
ず
る
。
蓋
し
法
律
行
政
行
為
等
を
以
て
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も
侵
す
こ
と
の
出
来
な
い
自
由
と
権
利
の
保
障
と
共
に
、
近
代
国
家
に
於
て

は
立
法
の
指
針
並
に
政
府
施
策
の
約
束
と
し
て
憲
法
中
に
之
等
の
宣
言
約
束

を
為
す
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
仍
て
次
の
如
く
追
加
補
充
を
提
議
す
る
の
も

の
で
あ
る
。

（欄外記入1）

草 

案
第
十
四
條
第
一
項
と
第
二
項
と
の
間
に
「
す
べ
て
の
国
民
は
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
才
能
に
應
じ
て
均
し
く
公
職
に
就
く
こ
と
が
で

き
る
」
を
挿
入
。
そ
の
次
に

（欄外記入（）

 　

「
す
べ
て
の
國
民
は
公
務
（
名
誉
職
を
含
む
）
に
就
く
義
務
を
負
ふ
」
を
挿

　

入
。

　

草
案
第
二
十
二
條
第
三
項
へ　
　
　
　
（
欄
外
記
入
３
）

　
　
　
　
「
国
民
の
家
庭
生
活
は
保
護
さ
れ
る
」
を
挿
入
。

　
　

 

理
由
。　

草
案
は
婚
姻
そ
の
他
に
於
け
る
男
女
の
平
等
の
み
を
強
調
し
て
居

る
が
、
そ
の
他
に
も
親
子
、
兄
弟
姉
妹
等
の
関
係
に
於
て
家
庭
生
活
の
あ
り

方
が
将
来
民
主
的
に
合
理
的
に
改
革
せ
ら
る
べ
き
事
項
は
頗
る
多
い
。
故
に

立
法
の
指
針
と
し
て
、
こ
の
一
項
を
加
へ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

草
案
第
二
十
四
條
第
四
項
に

　
　
「
才
能
あ
つ
て
資
力
な
き
青
年
の
高
等
教
育
は
国
費
を
以
て
す
る
」を
挿
入
。

　
　

仝
第
五
項
に
「
教
育
の
根
本
方
針
は
こ
の
憲
法
の
精
神
に
よ
る
」
を
挿
入
。

　
　

 

理
由
、　

教
育
の
機
會
均
等
は
初
等
教
育
に
限
ら
る
べ
き
で
な
く
、
全
教
育

の
部
面
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
方
法
は
別
に
法
律
を
以
て
定
め

る
と
し
て
、
憲
法
中
に
そ
の
指
針
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

草
案
第
二
十
三
條
第
一
項
に

　
　
　

 　
「
す
べ
て
の
国
民
は
健
康
に
し
て
最
小
限
度
の
文
化
的
水

（
挿
入
）

準
に
応（

赤
鉛
筆
書
）

ず
る

　

最
小
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」
を
挿
入
。

　
　
　

草
案
第
二
十
三
條
を
仝
第
二
項
と
す
る
。

　
　
　

草
案
第
二
十
五
條
を

　
　
　
　
「
す
べ
て
の
健
全
な
る
国
民
は
勞
働
の
義
務
と
勞
働
の
権
利
を
有
す
る
。

　
　
　
　

正
當
な
る
勞
働
に
對
し
て
は
正
當
な
る
報
酬
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

　
　
　
　

国
は
就
業
に
於
け
る
機
會
均
等
と
失
業
防
止
の
為
め
特
に
努
力
す
る
。

　
　
　
　

 

賃
金
、
就
業
時
間
そ
の
他
の
労
働
條
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ

れ
を
定
め
る
。児
童
は
、こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
」と
修
正
す
る
。

　
　
　

草
案
第
二
十
六
條
の
次
に
一
條
を
設
け

　
　
　
　

 「
国
民
は
休
息
の
権
利
を
有
す
る
。
国
は
最
高
八
時
間
労
働
、
有
給
休

暇
制
、
療
養
所
社
交
、
教
養
時
間
の
設
定
等
に
努
力
す
る
」

　
　
　
　

を
規
定
す
る
。

　
　
　
　
　

更
に
そ
の
次
に
一
條
を
追
加
し

　
　
　
　

 「
国
民
は
老
年
、
疾
病
、
労
働
不
能
に
陥
つ
た
場
合
、
生
活
の
安
全
を

保
障
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

　
　
　
　

 

右
権
利
は
社
会
保
険
の
廣
汎
な
る
発
達
、
無
料
施
設
の
給
與
、
療
養
地

の
提
供
等
に
よ
り
之
を
保
障
す
る
。

　
　
　

（欄外記入4）

 

戦
災
そ
の
他
に
よ
る
寡
婦
の
生
活
は
特
に
保
護
さ
れ
る
」
を
規
定
す

る
。

　
　
　

草
案
第
二
十
七
條
第
一
項
に

　
　
　
　

 
経
済
生
活
の
秩
序
は
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
以
て
目
的
と
す

る
」
を
挿
入
。

　
　
　
　

仝
第
二
項
に
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 「
こ
の
目
的
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
財
産
権
と
経
済
的
自
由
と
は

保
證障

さ
れ
る
」
と
修
正
挿
入
。

　
　
　

草
案
第
二
項
第
三
項
を
第
三
項
第
四
項
と
す
る
。

　
　
　
　

第
三
項
は
「
財
産
権
の
内
容
は
法
律
を
以
て
定
め
る
」
と
修
正
。

　
　
　

草
案
第
二
十
七
條
第
三
項
を
（
第
四
項
と
し
）
そ
の
末
尾
に

　
　
　
　

 「
但
し
公
共
の
必
要
が
大
き
い
場
合
に
は
国
会
の
議
決
に
よ
り
補
償
を

給
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。」
を
追
加
。

　
　
　

更
に
第
五
項
第
六
項
に

　
　
　
　
「
土
地
を
耕
作
す
る
農
民
の
権
利
は
之
を
保
護
す
る
。

　
　
　
　

土
地
の
過
當
な
る
独
占
は
こ
れ
を
禁
止
す
る
」
を
追
加
。

　
　
　

草
案
第
二
十
七
條
の
次
に
一
條
を
設
け

　
　

（欄外記入5）

「
国
民
は
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
税
及
び
公
共
の
負
担
役
務

　
　
　
　

に
服
す
る
の
義
務
を
負
ふ
。」
を
規
定
す
る
。

　
　

（欄外記入6） 

草
案
第
二
十
九
條
第
二
項
に

　
　
　
　

 「
国
民
は
行
政
官
廰
の
不
當
又
は
違
法
処
分
に
対
し
て
も
特
別
の
規
定

の
な
い
限
り
訴
へ
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
追
加
。

　
　
　

草
案
第
三
十
五
條
の
次
に
一
條
を
設
け

　
　
　
　
「
冤
罪
者
に
対
し
て
は
国
こ
れ
に
補
償
す
る
」
を
規
定
。

　
　
　

草
案
第
三
十
六
條
の
次
に
一
條
を
設
け

　
　
　
　

 「
何
人
も
公
務
員
の
公
法
上
の
不
法
行
為
に
対
し
て
国
に
損
害
賠
償
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
を
規
定
。

　
　
　
　

第
四
章　

国
會

　
　
　

 

草
案
第
四
十
八
條
を
「
國
會
の
常
會
は
毎
年
一
回
一
月
二
十
日
召
集
す

る
。」
と
修
正
。

　
　
　

備
考

　
　
　

 　

参
議
院
に
就
て
は
職
能
代
表
の
構
成
を
認
め
ざ
る
に
於
て
は
参
議
院
は

　

む
し
ろ
不
必
要
。

　
　
　
　

そ
の
意
見
も
有
力
で
あ
る
。

　
　
　
　

第
五
章　

内
閣

　
　
　

草
案
第
七
條
の
修
正
に
伴
ひ
、
草
案
第
六
十
九
條
に

　
　
　
　

法
律
、
政
令
、
條
約
の
公
布
執
行

　
　
　
　

国
會
の
召
集
、
衆
議
院
の
解
散
、
国
會
議
員
の
總
選
挙
の
施
行
の
公
示

　
　
　

等
を
加
へ
る
。

　
　
　
　

第
六
章　

司
法

　
　
　

草 

案
第
七
十
五
條　

最
高
裁
判
所
長
官
丈
け
は
、
特
定
の
委
員
會
に
諮
問

し
内
閣
總
理
大
臣
の
推
薦
に
依
り
天
皇
こ
れ
を
任
命
す
る
も
の
と
し
て

は
如
何
。

　
　
　

草 

案
第
七
十
七
條
第
三
項
へ
行
政
官
廰
の
権
限
争
議
も
裁
断
す
る
規
定
挿

入
。

　
　
　
　
　

第
九
章　

改
正

　
　
　

草
案
第
九
十
二
條
第
二
項
を

　
　
　
　

 「
憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
経
た
と
き
は
、
内
閣
總
理
大
臣

は
天
皇
の
認
証
を
得
て
国
民
の
名
で
こ
の
憲
法
と
一
体
を
成
す
も
の
と

し
て
直
ち
に
こ
れ
を
公
布
す
る
」
と
修
正
。

　
　
　
　

第
十
一
章　

補
則



― 78 ―

小池聖一　　森戸辰男関係文書のなかの日本国憲法（（）

　
　
　

草 

案
第
九
十
七
條　

削
除
。
華
族
の
名
稱
も
憲
法
改
正
と
仝
時
に
廃
止
の

こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
。

　

交
渉
会
に
よ
れ
ば
（
以
下
、赤
鉛
筆
書
に
て
書
き
込
み
。
基
本
的
に
判
読
困
難
）

　

昨
日
、
山
口
氏
、
交
渉
会
に

　

志
賀
君
は
し
ら
れ
ず

　

全
会
一
致
、
理
想

　

山
田
君
、
三
木
君　
　

①
象
徴　

消
極
的　
　

元
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
覧
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

積
極
的　
　

形
式
的
儀
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

超
法
規
的　

民
族
構
造　

心
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

②（
イ
）
法
律
上
の
国
体
観
は
一
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ロ
）
不
変
の
国
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ハ
）
在
民
在
君
、
民
族
主
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）
名
称
、
君
主
制
・
立
憲
制
・
象
徴
君
主
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
象
徴　

独
立
せ
る
行
政
権

）
（0
（ 

　
（
欄
外
記
入
１
）「
賛
成
少
し
」
と
黒
ペ
ン
書
に
て
加
筆
。

　
（
欄
外
記
入
２
）「
延
期
」
と
黒
ペ
ン
書
に
て
加
筆
。

　
（
欄
外
記
入
３
）「
教
」
と
黒
鉛
筆
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

　
（
欄
外
記
入
４
）「
家
族
」
と
赤
鉛
筆
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

　
（
欄
外
記
入
５
）「
？
」
と
赤
鉛
筆
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

　
（
欄
外
記
入
６
）「
譲
歩
」
と
黒
ペ
ン
書
に
て
書
き
込
み
あ
り
。

そ
の
う
え
で
、
芦
田
小
委
員
会
に
は
、
次
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
。

　
　
　
　

社
會
党
修
正
案

　
　

一
、 

前
文
中
「
専
制
と
隷
従
、
壓
迫
と
偏
狭
」
の
次
に｢

搾
取
と
窮
乏｣

を

追
加
す
る
。

　
　

二
、 

草
案
第
一
條
の
前
に
別
に
一
條
を
設
け
第
一
章
國
権
と
し
、「
國
権
は

國
民
か
ら
発
す
る
」
と
規
定
。

　
　

三
、 

草
案
第
一
條
を
第
二
章
天
皇
第
一
條
と
し
「
天
皇
は
日
本
國
の
象
徴
で

あ
り
、
日
本
國
民
統
合
の
象
徴
で
あ
つ
て
、
こ
の
地
位
は
日
本
國
民
の

總
意
に
基
く
。」
と
規
定
。
以
下
順
次
繰
下
げ
る
。

　
　

四
、
草
案
第
七
條
第
一
号
乃
至
第
四
号
を
左
の
如
く
改
め
る
。

　
　
　
　
　

一　

憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
を
認
證
す
る
こ
と

　
　
　
　
　

二　

削
除

　
　
　
　
　

三　

削
除

　
　
　
　
　

四　

削
除

　
　

五
、
草
案
第
二
十
四
條
第
四三

項
に

　
　
　
　

 「
才
能
あ
つ
て
資
力
な
き
青
年
の
高
等
教
育
は
國
費
を
も
つ
て
す
る
」

を
追
加
す
る
。

　
　

六
、
草
案
第
二
十
七
條
を
左
の
如
く
改
め
る
。
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経
済
生
活
の
秩
序
は
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
以
て
目
的
と

す
る
。

　
　
　
　
　

 
こ
の
目
的
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
財
産
権
と
経
済
的
自
由
と
は

保
障
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　

財
産
権
の
内
容
は
法
律
で
定
め
る
。

　
　
　
　
　

 

私
有
財
産
は
、
正
當
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
ひ

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
已
む
を
得
な
い
場
合
に
は
國
會
の
議
決
を

も
つ
て
補
償
を
給
し
な
い
で
用
ひ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　

七
、
草
案
第
六
十
九
條
に
左
の
如
く
追
加
挿
入
す
る
。

　
　
　
　
　

第
一
号
憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
並
に
條
約
を
公
布
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

 

草
案
第
一
号
を
第
二
号
と
す
る
。
そ
の
次
に
次
の
三
項
を
追
加
規
定

す
る
。

　
　
　
　
　

第
三
号　

國
會
を
召
集
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

第
四
号　

衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

第
五
号　

國
會
議
員
の
總
選
擧
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

草
案
第
二
号
を
第
六
号
と
し
以
下
順
次
繰
下
げ
る

　
　

※
以
下
黒
ペ
ン
書
に
て
加
筆

　
　

八
、
草
案
第
九
十
二
条
第
二
項
を
左
の
如
く
改
め
る
。

　
　
　
　
　

 

憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
経
た
と
き
は
、
内
閣
は
天
皇
の

認
證
を
得
て
、
國
民
の
名
で
、
こ
の
憲
法
と
一
体
を
為
す
も
の
と
し

て
、
直
ち
に
こ
れ
を
公
布
す
る

）
（（
（

。 

　

ま
た
、
新
政
会
の
「
憲
法
改
正
案
に
對
す
る
修
正
案
」
も
提
出
さ
れ
た

）
（2
（

。
各
党

か
ら
の
修
正
案
を
佐
藤
達
夫
著
『
日
本
国
憲
法
成
立
史
』
第
四
巻
（
有
斐
閣
、
平

成
六
年
）
と
比
較
す
る
と
、
自
由
党
に
よ
る
「
憲
法
草
案
修
正
箇
所
（
案
）」
に

お
い
て
、
黒
ペ
ン
書
で
の
加
筆
さ
れ
た
も
の
は
、
第
九
七
條
だ
け
で
な
く
、
第

二
十
二
条
、
第
四
条
、
第
九
条
に
つ
い
て
も
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
七
月
二
六
日　

各
党
修
正
案
の
提
示
②

　

前
日
の
七
月
二
五
日
同
様
に
、
二
六
日
に
も
、
進
歩
党
に
よ
る
「
憲
法
草
案
前

文
修
正

）
（（
（

」
と
「
憲
法
改
正
草
案
に
對
す
る
修
正
箇
所

）
（（
（

」、
協
同
民
主
党
の
「
帝
國

憲
法
改
正
草
案
修
正
箇
所

）
（（
（

」
お
よ
び
無
所
属
倶
楽
部
に
よ
る
修
正
案
「
日
本
國
憲

法
草
案
前
文
」「
憲
法
草
案
修
正
箇
所

）
（（
（

」
が
提
出
さ
れ
、
森
戸
辰
男
関
係
文
書
に

も
所
収
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
七
月
二
六
日
の
第
二
回
委
員
会
で
は
、
前
文
修
正
が
中
心
問
題
と
な
っ

た
が
、
そ
の
際
、
方
法
と
し
て
、
鈴
木
義
男
（
社
会
党
）
か
ら
、「
雄
渾
ナ
」「
簡

潔
ナ
モ
ノ
ニ
直
シ
タ
イ
」
が
、
英
文
と
無
関
係
に
修
正
す
る
と
な
れ
ば
ど
こ
ま
で

許
さ
れ
る
か
、
ま
た
、
英
文
を
無
視
で
き
な
い
と
す
れ
ば
政
府
提
出
の
案
文
に
手

を
入
れ
る
こ
と
と
な
る
、
こ
の
二
つ
の
方
法
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
の
か
決
め
る

必
要
が
あ
る
と
提
案
さ
れ
、
北
昤
吉
（
自
由
党
）、
笠
井
重
治
（
無
所
属
倶
楽
部
）

が
後
者
の
意
見
に
賛
成
す
る
な
か
、
森
戸
は
、

　
　

 （
前
略
）
前
文
ニ
限
ラ
ズ
、
本
文
ノ
方
モ
寧
ロ
徹
底
的
ニ
是
デ
直
シ
テ
行
ク

方
針
ヲ
執
ル
ベ
キ
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
併
シ
前
文
ガ
サ
ウ
我
々
ノ
勝

手
ニ
変
ラ
ナ
イ
ト
ス
レ
バ
、
一
々
ノ
文
字
ノ
穿
鑿
デ
ナ
ク
、
其
ノ
意
味
ヲ
捉

ヘ
テ
、
日
本
的
ナ
モ
ノ
ニ
直
シ
テ
行
ク
ト
云
フ
コ
ト
モ
一
ツ
考
ヘ
ラ
レ
ル
コ
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ト
デ
ハ
ナ
カ
ロ
ウ
カ
ト
思
フ
、
此
ノ
前
文
ハ
英
語
ト
シ
テ
ハ
私
ハ
非
常
ニ
能

ク
出
来
テ
居
ル
ト
思
フ
、
中
々
荘
重
ナ
文
章
デ
ア
ル
ガ
、
併
シ
英
文
ト
日
本

文
ト
ハ
文
章
ノ
構
造
ガ
違
フ
ノ
デ
、
日
本
文
ニ
訳
シ
マ
ス
ト
、
非
常
ニ
力
ノ

ナ
イ
ダ
ラ
ダ
ラ
ト
シ
タ
モ
ノ
ニ
ナ
ル
、
或
ハ
英
文
ヲ
尊
重
シ
ナ
ガ
ラ
、
モ
ウ

少
シ
何
ト
云
ヒ
マ
ス
カ
、
自
由
ト
云
フ
カ
、
意
味
ヲ
取
ツ
テ
、
文
字
ニ
囚
ハ

レ
ナ
イ
ヤ
ウ
ナ
方
法
モ
考
ヘ
ラ
レ
ル
ノ
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
（
後
略

）
（（
（

） 

　

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
森
戸
の
意
見
を
受
け
て
、
鈴
木
が
政
府
案
を
原
案
と
し

て
、こ
れ
を
修
正
し
、英
文
を
参
照
し
な
が
ら
修
正
議
事
が
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　

森
戸
は
、「
成
タ
ケ
翻
訳
ノ
印
象
ヲ
取
除
ケ
テ
、
意
味
ヲ
取
リ
ナ
ガ
ラ
日
本
語

デ
書
ク
ト
云
フ
コ
ト
ニ
修
正
シ
タ
方
ガ
宜
イ
、
其
ノ
方
ガ
滑
カ
ニ
行
ク
ト
思
フ
」

と
し
て
、
前
文
を
日
本
語
と
し
て
格
調
高
い
も
の
と
す
る
う
え
で
中
心
的
な
役
割

を
荷
っ
た
の
で
あ
っ
た

）
（8
（

。

（
三
）
七
月
二
十
七
日
、
日
本
国
憲
法
修
正
仮
案
（
活
版
）
の
配
布

秘
（
赤
墨
書
に
て
書
き
込
み
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
字
及
び　

は
委
員
会
修
正
）

　
　

日
本
國
憲
法

　

日
本
國
民
は
、
國
會
に
お
け
る
正
當
に
選
擧
さ
れ
た
○○

代國

會

に

表
者
をお

通け
る

じ
て
、

我行

動ら
自し

、
わ
れ
ら身
とと

子わ
れ
ら孫
のの

た
め
に
、
諸
國
民
と
の
間協

に和

平に

よ

る

和
的
協成

果力
を
成
立
さ
せ
、

日我

が本
國

（
「
わ
」

全
と
の
青
鉛
筆
書
に
て
修
正
）

土

に
わ
た
つ
て
自
由
の
福も

た
ら
す祉
を惠

確澤

保
し
、
政
府
の
行行

動為
に
よ

つ
て
再
び
戰
争
の
惨
禍
が
發
生
し
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
國主

民權

のが

總國
民

意
に
在
る

が
「
在
る
」

至を
青
鉛
筆高
な書

に

もて
「
な
す
」
の
でと

修
正あ
る
こ
と
を
宣せ

ん

言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す

る
。
そ
も
そ
も
國
政
は
、
國
民
の
崇
高
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
ああ

つ
てり

、
そ
の
權
威

は
國
民
に
由
來
し
、
そ
の
權
力
は
國
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行行

使

ひし

、
そ
の
利福

利益
は

國
民
が
こ
れ
を
受享

受
け
る
もす

るの
でも

の
であ
つあ

るて
、。

こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ

の
憲
法
は
、
こか

か
るの
原
理
に
基
く
も。

の
で
あ
る
。
我わ

れ

ら
は
、
こ

この
憲

れ法
に
反
す
る
一

切
の
○○

法憲

法

、令
と及

び

詔
勅
を
廃排

除止
す
る
。

　

日
本
國
民
は
、
常
に
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
關
係
を
支
配
す
る
高
遠
な

理
想
を
深
く
自
覺
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
我わ

れ

ら
の
安
全
と
生
存
を
あ
げ
て
、
平
和

を
愛
す
る
世
界
の
諸
國
民
の
公
正
と
信
義
に
委
ね
よ
う
と
決
意
し
た
。
我わ

れ

ら
は
、

平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
從
と
壓
迫
と
偏

（
挿
入
）

狭
酷

（
赤
鉛
筆
書
）

使
と
窮
乏
を
地
上
か
ら
永
遠
に

拂除

去拭
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
國
際
社
會
に
伍
し
て
、
名
譽
あ
る
地
位
を
占
め
た
い

も
の
と
思
ふ
。
我わ

れ

ら
は
、
す全

世

界

べ
て
の
國
の
國
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
缺
乏
か
ら

解免
か
れ放
さ
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
權
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

我わ
れ

ら
は
、
い
づ
れ
の
國
家
も
、
自
國
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
國
を
無
視
し

て
は
な
ら
ぬな

い

の
で
あ
つ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
信

ず
る
。
こ
の
法
則
に
從
ふ
こ
と
は
、
自
國
の
主
權
を
維
持
し
、
他
國
と
對
等
關
係

に
立
た
う
と
す
る
各
國
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　

日
本
國
民
は
、
國
家
の
名
譽
に
懸か

け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
高
遠
な
主理

想義
と
目

的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ

）
（（
（

。

　

こ
の
森
戸
所
蔵
の
「
日
本
國
憲
法
修
正
仮
案
」
の
前
文
第
二
項
で
、
社
会
党
側

が
「
専
制
と
隷
従
と
圧
迫
と
偏
狭
」
に
つ
づ
け
て
「
窮
乏
と
酷
使
」
を
入
れ
よ

う
と
試
み
た
。
本
文
書
で
は
、
こ
の
点
の
み
、「
赤
鉛
筆
」
で
加
筆
さ
れ
て
お
り
、

森
戸
が
強
調
し
た
か
っ
た
こ
と
を
理
解
で
き
る
。
森
戸
は
、
七
月
二
六
日
の
第
二
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回
委
員
会
で
、「
窮
乏
と
酷
使
」
を
入
れ
よ
う
と
し
た
理
由
と
し
て
、
専
制
と
隷

従
は
政
治
的
な
も
の
で
あ
り
、
圧
迫
と
偏
狭
が
精
神
的
な
も
の
、
宗
教
・
学
問
等

の
社
会
的
な
も
の
を
対
象
と
し
て
お
り
、
経
済
的
な
問
題
が
入
っ
て
い
な
い
た
め

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、
七
月
二
七
日
の
第
三
回
委
員
会
で
も
森

戸
を
軸
と
し
て
議
論
と
な
り
、
八
月
一
日
の
第
七
回
小
委
員
会
で
も
議
論
さ
れ
た

が
、
最
終
的
に
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。

　

続
い
て
、
七
月
二
七
日
か
ら
各
章
の
検
討
に
入
っ
た
が
、
森
戸
は
「
第
一
章　

天
皇
」
に
お
い
て
、「
天
皇
ノ
象
徴
ノ
地
位
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
出
来
ル
ダ
ケ
活
カ
シ

タ
方
ガ
憲
法
ノ
趣
意
ニ
副
フ
シ
、
又
皇
室
ニ
取
ツ
テ
モ
其
ノ
方
ガ
宜
イ
ノ
ヂ
ヤ
ナ

イ
カ
」
と
し
て
実
際
政
治
に
で
き
る
だ
け
関
与
し
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
主
張

し
て
い
る

）
20
（

。

　

七
月
二
九
日
の
第
四
回
委
員
会
で
は
、「
第
三
章　

国
民
の
権
利
及
び
義
務
」

に
お
い
て
、
原
案
二
十
二
条
、
修
正
二
十
四
条
の
「
家
族
関
係
に
お
け
る
個
人
の

尊
厳
と
両
性
の
平
等
」
で
、「
個
人
の
権
威
」
と
あ
っ
た
政
府
原
案
を
「
個
人
の

尊
厳
」
と
し
た
う
え
で
、
改
め
て
「
相
互
の
敬
愛
」
に
変
更
す
る
案
が
提
示
さ
れ

た
こ
と
に
対
し
て
、
森
戸
は
、

　
　

 （
前
略
）
私
ハ
人
間
ト
シ
テ
ノ
平
等
、
同
ジ
ヤ
ウ
ニ
取
扱
ハ
レ
ル
ト
云
フ
意

味
デ
、男
女
ノ
実
際
生
活
ニ
於
ケ
ル
平
等
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、

男
女
各
々
天
分
ハ
異
ニ
シ
テ
居
ル
ガ
、
人
間
ト
シ
テ
ハ
平
等
ニ
扱
ハ
ル
ベ
キ

ダ
、
斯
ウ
云
フ
意
味
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
欠
陥
ト
思
フ
ノ

ハ
、
余
リ
個
人
ノ
平
等
ガ
重
視
サ
レ
、
新
シ
イ
家
族
制
度
モ
集
団
生
活
デ
ア

ツ
テ
、
其
ノ
集
団
生
活
ニ
関
ス
ル
顧
慮
ガ
何
カ
足
ラ
ナ
イ
ヤ
ウ
ナ
感
ジ
ガ
ス

ル
、
ソ
コ
ニ
何
カ
欠
陥
ガ
ア
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
此
ノ
二
ツ
ノ
言
葉
ニ
付
テ

ハ
生
カ
シ
テ
宜
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
（
後
略

）
2（
（

） 

と
述
べ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
森
戸
の
意
見
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
森

戸
は
同
日
の
委
員
会
で
、
改
正
案
第
十
八
条
等
信
教
の
自
由
と
宗
教
教
育
の
是
非

を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
の
な
か
、
芦
田
委
員
長
に
意
見
を
求
め
ら
れ
、「
学
校
教
育

其
ノ
他
ガ
宗
教
ニ
反
対
デ
ア
ル
コ
ト
、
宗
教
情
操
ト
云
フ
コ
ト
ガ
学
校
教
育
カ
ラ

全
然
除
カ
レ
ル
ト
云
フ
コ
ト
モ
好
マ
シ
ク
ナ
イ
ト
思
フ
」
と
述
べ
、
結
果
的
に
、

原
案
が
一
般
的
な
宗
教
教
育
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
原
案
通
り
と
な

っ
て
い
る

）
22
（

。

　

改
正
案
第
二
十
三
条
の
生
存
権
に
つ
い
て
は
、
社
会
党
よ
り
修
正
案
が
提
出
さ

れ
て
お
り
、「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
に
し
て
最
小
限
度
の
文
化
水
準
の
生
活
を

営
む
権
利
を
有
す
る
」
の
挿
入
を
要
求
し
て
い
た
。

　

頑
強
に
生
存
権
の
挿
入
を
主
張
す
る
森
戸
に
対
し
て
、
芦
田
委
員
長
は
「
サ
ウ

ス
ル
ト
ド
ウ
云
フ
ノ
デ
ス
カ
、
法
律
ヲ
作
ル
時
ノ
心
構
ヘ
ダ
ケ
ト
云
フ
意
味
デ
ス

カ
」
と
の
問
い
に
対
し
て
森
戸
は
「
社
会
生
活
ニ
付
テ
ハ
斯
ウ
云
フ
心
構
ヘ
デ
法

律
ヲ
作
レ
ト
云
フ
コ
ト
デ
、
必
ズ
シ
モ
直
グ
ニ
コ
レ
ガ
皆
立
法
ニ
ナ
ル
カ
ド
ウ
カ

ト
云
フ
コ
ト
ハ
分
リ
マ
セ
ヌ
、
出
来
ル
カ
出
来
ヌ
カ
モ
分
ラ
ヌ
」
と

）
2（
（

、
立
法
裁
量

の
立
場
を
述
べ
て
い
る

）
2（
（

。
し
か
し
、
そ
の
真
意
を
森
戸
は
、「
社
会
的
、
経
済
的

ナ
基
本
権
ヲ
規
定
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
、
今
日
ノ
時
代
ニ
於
ケ
ル
憲
法
制
定
ノ
重

大
ナ
意
義
ヲ
以
テ
居
ル
、
サ
ウ
ス
レ
バ
私
ハ
消
費
ノ
面
ニ
於
ケ
ル
国
民
ノ
個
々
ノ

生
活
ノ
権
利
、
サ
ウ
シ
テ
生
産
ノ
面
ニ
於
ケ
ル
国
民
ノ
労
働
ノ
義
務
ト
云
フ
モ
ノ

ガ
ナ
イ
ト
、
ド
ウ
シ
テ
モ
今
日
出
来
ル
憲
法
、
殊
ニ
民
主
憲
法
デ
ア
ル
ト
云
フ
意

味
ガ
通
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
」「
殊
ニ
今
日
出
来
ル
憲
法
ノ
背
景
カ
ラ
云
ツ
テ

モ
、
日
本
ノ
今
日
ノ
国
情
カ
ラ
云
フ
テ
モ
、
此
ノ
国
情
ガ
一
番
強
ク
反
映
シ
テ
居
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ル
ノ
ハ
、
一
ツ
ハ
生
産
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
シ
、
他
ノ
面
デ
ハ
労
働
ノ
権
利

ト
云
フ
方
面
デ
ア
ル
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
」
と
い
う
現
状
認
識
に
基
づ
い
た
も
の

で
あ
っ
た

）
2（
（

。

　

こ
の
改
正
案
第
二
十
三
条
の
生
存
権
に
つ
い
て
は
、
翌
三
〇
日
の
第
五
回
小
委

員
会
で
も
、

　
　

 （
前
略
）
生
存
権
ト
云
フ
ノ
ハ
是
ハ
「
フ
ラ
ン
ス
」
革
命
ノ
憲
法
ガ
出
来
テ

以
来
ノ
重
要
ナ
問
題
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
分
配
ノ
方
法
ト
シ
テ
ハ
財
産
権
ト
自

由
競
争
ノ
欠
陥
ヲ
補
フ
為
ニ
ド
ウ
シ
テ
モ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
規
定
デ
ア
ル

シ
、
現
在
サ
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ニ
世
ノ
中
ガ
動
イ
テ
居
ル
ノ
デ
、
是
ハ
一
般
的
ナ

規
定
ガ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ハ
唯
一
定
ノ
方
向
ガ
示
サ
レ
ル
ダ
ケ
デ
、
何
ト
言
ヒ
マ

ス
カ
、
焦
点
ガ
チ
ツ
ト
モ
出
テ
来
ナ
イ
、
其
ノ
焦
点
ニ
生
存
権
ト
云
フ
コ
ト

ガ
表
示
セ
ラ
レ
ル
コ
ト
ガ
特
ニ
重
要
ナ
ン
デ
ア
ル
、
殊
ニ
現
在
ノ
日
本
ノ
情

勢
カ
ラ
考
ヘ
テ
、
憲
法
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
如
何
ニ
モ
空
漠
ナ
理
論
ダ
ケ
ヲ
宣
言

ス
ル
モ
ノ
ダ
ト
云
フ
考
へ
方
モ
相
当
多
イ
ノ
デ
、
サ
ウ
云
フ
事
情
ヲ
考
ヘ
ル

ト
、
此
ノ
点
ハ
特
ニ
重
要
ナ
点
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ト
私
ハ
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、
唯

一
般
的
ニ
保
障
サ
レ
テ
居
ル
、
読
メ
バ
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ガ
含
マ
レ
テ
居
ル
ト

云
フ
ノ
デ
、
ソ
レ
ヲ
別
ニ
規
定
シ
ナ
イ
ト
云
フ
理
由
ハ
非
常
ニ
薄
弱
デ
ア
ツ

テ
、
寧
ロ
重
複
シ
テ
モ
此
ノ
問
題
ハ
明
ラ
カ
ニ
規
定
ス
ル
コ
ト
ガ
、「
フ
ラ

ン
ス
」
革
命
ノ
憲
法
デ
ナ
ク
、「
ワ
イ
マ
ー
ル
」
憲
法
、「
ロ
シ
ア
」
憲
法
ノ

後
ニ
今
日
出
来
ル
憲
法
ト
シ
テ
ハ
是
非
共
必
要
デ
ア
ル
、
日
本
ノ
今
日
ノ
国

民
生
活
ノ
状
態
カ
ラ
言
ツ
テ
モ
、
是
非
是
ハ
設
ケ
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
考
ヘ
マ
ス

　

と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た

）
2（
（

。

　

そ
の
後
、
八
月
一
日
の
第
七
回
小
委
員
会
で
、
芦
田
委
員
長
か
ら
、
改
正
案
第

二
十
三
条
に
つ
い
て
同
第
十
二
条
と
連
関
さ
せ
た
修
正
案
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
森
戸
は
、
第
十
二
条
は
一
般
的
、
総
論
的
な
条
項
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

対
応
し
て
第
二
十
三
条
は
具
体
的
に
書
く
べ
き
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、改
め
て
、

第
一
項
を
「
総
テ
国
民
ハ
健
康
ニ
シ
テ
文
化
的
水
準
ニ
応
ズ
ル
最
小
限
度
ノ
生
活

ヲ
営
ム
権
利
ヲ
有
ス
ル
」
と
し
、
第
二
項
を
「
此
ノ
権
利
ヲ
保
障
ス
ル
為
ニ
、
国

ハ
総
テ
ノ
生
活
部
面
ニ
付
テ
社
会
福
祉
、
公
衆
衛
生
ノ
向
上
及
び
増
進
ヲ
図
リ
、

社
会
的
生
活
保
障
制
度
ノ
完
成
ニ
努
メ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
と
す
る
修
正
案
を
提

示
し
た
。
第
二
項
の
意
味
を
森
戸
は
、「
社
会
的
生
活
保
障
制
度
」
に
重
点
を
置

い
た
の
で
あ
っ
た
。
議
論
の
結
果
、
森
戸
の
意
見
が
採
用
さ
れ
、
政
府
原
案
は
修

正
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
第
二
十
五
條
に
「
休
息
」
を
挿
入
す
る

こ
と
で
、
社
会
党
側
委
員
は
、
第
二
十
六
条
以
下
に
二
条
入
れ
る
社
会
党
修
正
案

は
撤
回
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
生
存
権
」
の
修
正
過
程

　
　
「
独
逸
国
憲
法
」（
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
、
森
戸
辰
男
関
係
文
書
所
蔵
）

　
　
　
　

第
五
章　

経
済
生
活

　
　
　

第 

百
五
十
一
條　

経
済
生
活
ノ
秩
序
ハ
各
人
ヲ
シ
テ
人
間
ニ
價
ス
ル
生
活

ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
正
義
ノ
原
則
ニ
適
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
、
各
人
ノ
経
済
上
ノ
自
由
ハ
此
ノ
限
度
内
ニ
於
テ
保
障
セ
ラ
ル
。

　
　
　
　

 

法
律
上
ノ
強
制
ハ
権
利
ノ
侵
害
ヲ
防
護
ス
ル
タ
メ
又
ハ
公
共
ノ
福
利
ノ

重
大
ナ
ル
要
求
ニ
応
ズ
ル
為
ニ
ス
ル
ノ
外
之
ヲ
許
サ
ズ
。

　
　
　
　

 
通
商
及
営
業
ノ
自
由
ハ
国
ノ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
契
約
自
由
ノ
原

則
ヲ
適
用
ス
。
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憲
法
改
正
要
綱
（
憲
法
研
究
会 

昭
和
二
〇
年
一
二
月
五
日
）　

　
　
　

二
、
人
権

　
　

無
条
件
附
人
権
規
定
、
且
つ
能
ふ
限
り
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
。

　
　

さ
ら
に
学
術
、
言
論
、
宗
教
等
の
自
由
を
妨
ぐ
る
如
何
な
る
法
令
を
も
発
布

　
　

す
る
を
得
ず
と
の
積
極
的
規
定
を
設
く
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

さ
ら
に
ま
た
左
の
如
き
権
利
の
保
證
が
規
程
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

一
、
新
政
府
樹
立
権

　
　
　
　

二
、
労
働
権―

同
時
に
労
働
の
義
務
を
規
定
す

　
　
　
　

三
、
労
働
権
に
基
づ
く
勤
労
者
の
結
社
、
運
動
の
自
由

　
　
　
　

四
、
国
民
の
生
活
権

　
　
　
　

五
、
休
息
権

　
　
　
　

六
、 

養
老
、
疾
病
、
失
業
の
際
の
被
保
護
権―
廣
汎
な
社
会
保
険
制
其

の
他

　
　
　
　

七
、
男
女
の
平
等

　
　
　
　

八
、
民
族
的
人
種
的
差
別
の
撤
廃

　
　
　
　

九
、
学
術
、
芸
術
、
教
育
、
宗
教
の
自
由
と
保
護

　
　
　
　

一
〇 

、
民
主
主
義
並
に
平
和
思
想
に
基
づ
く
人
格
完
成
、
社
会
道
徳
確

立
の
義
務

　
　

新
憲
法
要
綱
（
日
本
社
会
党
、
昭
和
二
一
年
二
月
二
三
日
）

　
　
　
　

国
民
の
権
利
義
務

　
　
　
　

一　

 

国
民
は
生
存
権
を
有
す
、
其
の
老
後
の
生
活
は
国
の
保
護
を
受
く

　
　
　
　

二　

 

正
義
公
平
の
原
則
に
基
き
、
国
民
生
活
の
安
定
向
上
を
図
る
は
国

の
使
命
な
り
、
其
の
た
め
に
必
要
な
る
政
策
を
実
施
す

　
　

憲
法
改
正
草
案
要
綱
（
三
月
六
日
）

　
　
　

第 

二
十
三　

法
律
ハ
有
ラ
ユ
ル
生
活
分
野
ニ
於
テ
社
会
ノ
福
祉
及
安
寧
、

公
衆
衛
生
、
自
由
、
正
義
並
ニ
民
主
主
義
ノ
向
上
発
展
ノ
為
ニ
立
案
セ

ラ
ル
ベ
キ
コ
ト

　
　

帝
国
憲
法
改
正
案
（
四
月
一
七
日
）

　
　
　

第 

二
十
三
条　

法
律
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
の
福
祉
、

生
活
の
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

 

社
会
党
の
憲
法
改
正
草
案
修
正
意
見
（
社
会
党
憲
法
改
正
特
別
委
員
会
、
七

月
二
五
日
）

　
　
　
　

草
案
第
二
十
三
條
第
一
項
に

　
　
　
　
　
　
　

 「
す
べ
て
の
国
民
は
健
康
に
し
て
最
小
限
度
の
文
化
的
水
準
※

の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」
を
挿
入
。

　
　
　
　
　

※
「
に
応
ず
る
最
小
限
度
」
を
赤
鉛
筆
書
に
て
挿
入
加
筆
。

　
　
　

草
案
第
二
十
三
條
を
仝
第
二
項
と
す
る
。

　

仮
刷　

日
本
國
憲
法
（
八
月
五
日
）

　
　

第
二 
十
三五

條　

す
べ
て
の
國
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を

營
む
権
利
を
有
す
る
。

　
　
　
　

 

法
國律
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
會
の
福
祉
、
生社

會活
の
保
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障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
のに

た努

めめ
に
立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
　

日
本
国
憲
法

　
　
　

 〔
生
存
権
及
び
国
民
生
活
の
社
会
的
進
歩
向
上
に
努
め
る
国
の
義
務
〕

　
　

第
（5 
条　

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権

利
を
有
す
る
。

　
　
　

２ 　

国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及

び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
七
月
三
〇
日
の
第
五
回
小
委
員
会
で
は
、
改
正
案
第
二
十
四
条
第
四
項

に
「
才
能
あ
つ
て
資
力
な
き
青
年
の
高
等
教
育
は
国
費
を
以
て
す
る
」
の
加
筆
を

求
め
る
社
会
党
案
が
議
題
と
な
り
、
ま
た
、
条
文
に
「
教
育
の
根
本
方
針
は
こ
の

憲
法
の
精
神
に
よ
る
」
と
の
一
項
を
加
え
る
こ
と
も
社
会
党
修
正
案
は
、
求
め
て

お
り
、
森
戸
は
、「
教
育
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
新
シ
イ
憲
法
ニ
副
フ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
此

ノ
憲
法
デ
宣
言
サ
レ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
ソ
レ
ニ
応
ジ
テ
新
憲
法
下
ノ
「
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
」、
制
度
ト
共
ニ
、
教
育
精
神
ガ
茲
二
打
立
テ
ラ
レ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
非
常
ニ

必
要
」
で
あ
る
と
主
張

）
2（
（

、
労
働
権
に
関
す
る
改
正
案
第
二
十
五
条
、
二
十
六
条
に

つ
い
て
も
、
社
会
党
修
正
案
の
立
場
で
発
言
を
し
て
い
る
。
基
本
的
に
森
戸
の
発

言
は
、
生
存
権
の
保
護
を
中
心
に
、
社
会
権
、
労
働
権
の
確
保
を
求
め
る
も
の
で

あ
り
、
福
祉
国
家
化
を
念
頭
に
公
共
の
福
祉
の
充
実
を
求
め
る
内
容
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。

　

七
月
三
一
日
の
第
六
回
小
委
員
会
で
は
、「
第
七
章　

財
政
」
に
お
い
て
皇
室

財
産
を
規
定
し
た
改
正
案
第
八
十
四
条
が
議
論
と
な
っ
た
。
こ
の
第
八
十
四
条
に

対
し
て
は
、
自
由
党
・
進
歩
党
か
ら
修
正
案
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
際
、
森
戸
は
、

　
　

 （
前
略
）
皇
室
ガ
象
徴
ト
シ
テ
我
々
ノ
上
ニ
立
タ
タ
レ
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
ラ
レ
タ

ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
其
ノ
地
位
ヲ
保
ツ
ダ
ケ
ノ
御
費
用
ハ
十
分
差
上
ゲ
ナ
ケ
レ

バ
ナ
ラ
ヌ
シ
、他
方
デ
ハ
又
陛
下
ノ
御
生
活
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
割
合
ニ
明
朗
デ
、

国
民
ガ
見
透
セ
ル
ヤ
ウ
ナ
形
デ
ア
ル
コ
ト
ガ
実
ハ
大
変
必
要
ナ
ン
ヂ
ヤ
ナ
イ

カ
ト
思
フ
ノ
デ
ス
（
中
略
）
出
来
ル
ダ
ケ
明
朗
ナ
、
詰
リ
見
透
シ
ノ
付
ク
御

生
活
ヲ
ナ
サ
ツ
タ
方
ガ
両
方
ノ
為
ニ
宜
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
サ
ウ
シ
テ
殊
ニ

天
皇
ヲ
護
ル
人
ノ
為
ニ
ハ
其
ノ
方
ガ
非
常
ニ
宜
イ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
私
共
ハ
考

ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
カ
ラ
従
来
国
民
ト
皇
室
ヲ
疎
隔
シ
タ
一
部
ノ
人
ガ
ー

是
ハ
悪
イ
意
味
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ス
ガ
、
皇
室
ヲ
尊
ブ
ト
云
フ
良
イ
心
持
カ
ラ

デ
ハ
ア
ル
ガ
、
ソ
レ
ガ
却
テ
国
民
ト
皇
室
ト
ノ
間
ヲ
疎
隔
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
嫌
ヒ

ガ
ア
ル
、
是
ハ
恐
ラ
ク
皇
室
ニ
ア
ツ
タ
非
常
ナ
財
産
ト
云
フ
モ
ノ
、
ソ
レ
ニ

結
付
イ
タ
色
々
ナ
人
ガ
、
ソ
コ
ニ
寄
生
ト
云
ツ
チ
ヤ
悪
イ
ガ
、
生
活
ヲ
サ
レ

テ
居
ル
、
ソ
ウ
云
フ
人
ノ
数
ガ
非
常
ニ
多
ヒ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
モ
原
因
ガ
ア
ル

（
中
略
）
斯
フ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
全
体
的
ナ
考
慮
カ
ラ
、
世
襲
財
産
ノ
果
実
ヲ
或

ル
限
度
御
認
メ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
皇
室
ノ
私
的
内
廷
ノ
御
不
自
由
ノ
ナ
イ
ヤ

ウ
ニ
致
ス
ト
云
フ
コ
ト
モ
、
是
ハ
十
分
我
々
ハ
考
ヘ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
デ

ス
ガ
、
出
来
レ
バ
サ
ウ
云
フ
形
デ
ナ
ク
、
公
的
ナ
費
用
デ
ソ
レ
モ
賄
ヘ
ル
ヤ

ウ
ナ
形
ニ
持
ツ
テ
行
ツ
タ
方
ガ
、
此
ノ
新
シ
イ
日
本
全
体
ノ
制
度
ノ
仕
組
ト

シ
テ
ハ
望
マ
シ
イ
ノ
デ
ハ
ナ
カ
ロ
ウ
カ
、
斯
フ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
考
ヘ
ヲ
私
共
ハ
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持
ツ
テ
居
リ
マ
ス

）
28
（ 

と
の
見
解
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
改
正
案
第
八
十
四
条
の
皇
室
財
産
問
題
は
、
八
月
二
日
の
第
八
回
小
委
員

会
で
も
議
論
さ
れ
、
自
由
党
、
進
歩
党
、
協
同
党
、
新
政
会
、
無
所
属
か
ら
「
皇

室
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
す
べ
て
国
庫
の
収
入
と
し
」
と
の
部
分
の
削
除
が

も
と
め
ら
れ
た
が
、
社
会
党
が
留
保
し
、
最
終
的
判
断
を
持
ち
越
し
て
い
る
。
こ

の
八
月
二
日
を
も
っ
て
修
正
協
議
が
一
通
り
終
了
し
た
。

　

そ
し
て
、
小
委
員
会
に
お
い
て
一
応
ま
と
ま
っ
た
修
正
案
が
「
仮
刷
」
と
し
て

次
の
よ
う
に
活
版
印
刷
さ
れ
た
。

（
四
）
八
月
五
日　
「
仮
刷
」
の
配
布

八
月
五
日
配
布

仮
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
戸
用
（
黒
ペ
ン
書
に
て
の
書
き
込
み
）

　
　

帝
國
憲
法
改
正
案
中
次
の
通
り
修
正
す
る
。

　
　
　
　
　

日
本
國
憲
法

　
　

 　

日
本
國
民
は
、國
會
に
お
け
る
正
當
に
選
擧
さ
れ
た
○○

代國

會

に

表
者
をお

通け
る

じ
て
、

我行

動ら
自し

、
わ
れ
ら身
とと

子わ
れ
ら孫
のの

た
め
に
、
諸
國
民
と
の
間協

に和

平に

よ

る

和
的
協成

果力
をと

、

成
立
さ

せ
、
日わ

が本
國
全
土
に
わ
た
つ
て
自
由
の
福も

た
ら
す祉
を惠

確澤

保
し
、
政
府
の
行行

動為
に
よ

つ
て
再
び
戰
争
の
惨
禍
が
發
生
し
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ

に
國主

民權

のが

總國
民

意に
存

がす
る

至
高
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確

定
す
る
。
そ
も
そ
も
國
政
は
、
國
民
の
崇
高
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
ああ

つ
てり

、

そ
の
權
威
は
國
民
に
由
來
し
、
そ
の
權
力
は
國
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行行

使

ひし

、
そ
の
利福

利益
は
國
民
が
こ
れ
を
受享

受
け
る
もす

るの
でも

の
であ

つあ

るて
、。

こ
れ
は
人
類
普

遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、
こか

か
るの
原
理
に
基
く。

も
の
で
あ
る
。
我わ

れ

ら

は
、
こ

この
憲

れ法
に
反
す
る
一
切
の
○○

法憲

法

、令
と及

び

詔
勅
を
廃排

除止
す
る
。

　
　

 　

日
本
國
民
は
、
常
に
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
關
係
を
支
配
す
る
高

遠
な
理
想
を
深
く
自
覺
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
我わ

れ

ら
の
安
全
と
生
存
を
あ
げ

て
、
平
和
を
愛
す
る
世
界
の
諸
國
民
の
公
正
と
信
義
に
委
ね
よ
う
と
決
意
し

た
。
我わ

れ

ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
從
と
壓
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら

永
遠
に
拂除

去拭
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
國
際
社
會
に
伍
し
て
、
名
譽
あ
る
地
位

を
占
め
た
い
も
の
と
思
ふ
。
我わ

れ

ら
は
、
す全

世

界

べ
て
の
國
の
國
民
が
、
ひ
と
し
く

恐
怖
と
缺
乏
か
ら
解免

か
れ放
さ
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
權
利
を
有
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

　
　

 　

我わ
れ

ら
は
、
い
づ
れ
の
國
家
も
、
自
國
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
國
を
無

視
し
て
は
な
ら
ぬな

い

の
で
あ
つ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で

あ
る
と
信
ず
る
。
こ
の
法
則
に
從
ふ
こ
と
は
、
自
國
の
主
權
を
維
持
し
、
他

國
と
對
等
關
係
に
立
た
う
と
す
る
各
國
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　

 　

日
本
國
民
は
、
國
家
の
名
譽
に
懸か

け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
高
遠
な
主理

想義

と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。

　
　
　
　
　

第
一
章　

天
皇

　
　

第 

一
條　

天
皇
は
、
日
本
國
の
象
徴
で
あ
り
日
本
國
民
統
合
の
象
徴
で
あ
つ

て
、
こ
の
地
位
は
、
○○

主
權日
本の

存國
民す

のる

至
高
の
總
意
に
基
く
。

　
　

第 
四
條　

天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
國
務
の
み
を
行
ひ
、
政そ

の治
に他

關の
國

す
政る

權
能
を
有
し
な
い
。

　
　
　

天 

皇
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

前
項
の
國
務
に
關
す
る
の
權
能
を
委
任
す
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る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

第
六
條　

天
皇
は
、國
會
の
指
名
に
基
い
て
、内
閣
總
理
大
臣
を
任
命
す
る
。

　
　
　

天 
皇
は
、
内
閣
總
理
大
臣
の
指
名
に
基
い
て
、
最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁

判
官
を
任
命
す
る
。

　
　
　
　
　

第
二
章　

戰
争
の
抛放

棄棄

　
　

第 

九
條　

國日
本

の國
民

主は

、權
の正

義

發
と動

た秩
序
をる

戰基
調
と争

とす
る

、國
際

武平

和力
にを

よ誠
実
にる

威希
求
し嚇

又、
國
權は

武
力

の
行
使
は
、
他國

際國
と紛

争

のを

間
の
紛
争
の
解
決
のす

る

手
段
と
し
て
は
、
永
久
に

こ
れ
を
抛放

棄棄
す
る
。

　
　
　

 

○
○
前
項

陸の
目
的海
空を

達
す
る軍
そた

め

、

の
他
の
戰
力
は
、
こ
れ
を
保
持
しし

なて
はい

。

な
ら
な
い
。
國

の
交
戰
權
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

　
　

第
十
條　

日
本
國
民
た
る
要
件
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

　
　

第
十
條
を
第
十
一
條
と
す
る
。

　
　

第 

十十

一二

條　

こ
の
憲
法
が
國
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
權
利
は
、
國
民
の
不

斷
の
努
力
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
國
民

は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
ぬな

い

の
で
あ
つ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た

め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

　
　

第
十
二
條
を
第
十
三
條
と
す
る
。

　
　

第 

十十

三四

條　

す
べ
て
國
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
つ
て
、
人
種
、
信
條
、

性
別
、
社
會
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
會
的

關
係
に
お
い
て
、
差
別
をさ

受れ

な

い

け
な
い
。。

　
　
　

華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

　
　
　

 

栄
譽
、
勲
章
そ
の
他
の
栄
典
の
授
与
は
、
い
か
な
る
特
權
も
伴
は
な
い
。

栄
典
の
授
与
は
、
現
に
こ
れ
を
有
し
、
又
は
将
來
こ
れ
を
受
け
る
者
の
一

代
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　

第
十
四
條
を
第
十
五
條
と
し
、
第
十
五
條
を
第
十
六
條
と
す
る
。

　
　

第 

十
七
條　

何
人
も
、
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
、
損
害
を
受
け
た
と
き

は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
國
又
は
公
共
団
體
に
、
そ
の
賠
償

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

第
十
六
條
を
第
十
八
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
　

第 

二二

十

四

十
二
條　

婚
姻
は
、
兩
性
の
合
意
の
み
に
基
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同

等
の
權
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

 　

配
偶
者
の
選
擇
、
財
産
權
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
竝
び
に
婚
姻

及
び
家
族
に
關
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
關
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
權尊

威厳

と
兩
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　

第 

二二

十十
三五

條　

す
べ
て
の
國
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を

營
む
権
利
を
有
す
る
。

　
　
　

 

法
國律
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
會
の
福
祉
、
生社

會活
の
保
障

及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
のに

た努

めめ
に
立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　

第 

二二

十十
四六

條　

す
べ
て
國
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能

力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
權
利
を
有
す
る
。

　
　
　

 　

す
べ
て
國
民
は

○
法
律

、の
定

○め
る

そと
こ
ろの
保に

よ
り
、
護
す
る
児子

女童
に
初普

通等
教
育
を
受
け
さ

せ
る
義
務
を
負
ふ
。
初義

務等
教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

　
　

第
二二

十十
五七

條　

す
べ
て
國
民
は
、
勤
勞
の
權
利
を
有
すし

、
義
務る
。

を
負
ふ
。
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賃
金
、
就
業
時
間○

、
休

○息

そ
の
他
の
勤
勞
條
件
に
關
す
る
基
準
は
、
法
律

で
こ
れ
を
定
め
る
。
児
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

第
二
十
六
條
を
第
二
十
八
條
と
し
、
第
二
十
七
條
を
第
二
十
九
條
と
す
る
。

　
　

第 

三
十
條　

國
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義
務
を
負

ふ
。

　
　

第
二
十
八
條
を
第
三
十
一
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
　

第
三三

十十
五八

條　

何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
。

　
　
　

 　

強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
のに

下よ

でる

の
自
白
又
は
不
當
に
長
く
抑
留
若

し
く
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
は
、
こ
れ
を
證
據
と
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

　
　
　

 　

何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
唯
一
の
證
據
が
本
人
の
自
白
で
あ
る
場
合

に
は
、
有
罪
と
さ
れ
、
又
は
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。

　
　

第
三
十
六
條
を
第
三
十
九
條
と
す
る
。

　
　

第 

四
十
條　

何
人
も
、
拘
留
又
は
拘
禁
さ
れ
た
後
、
無
罪
の
裁
判
を
受
け
た

と
き
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
國
に
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

第
三
十
七
條
を
第
四
十
一
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
　

第 

四四
十
四十
條　

兩
議
院
の
議
員
及
び
そ
の
選
擧
人
の
資
格
は
、
法
律
で
こ
れ
を

定
め
る
。
但
し
、
人
種
、
信
條
、
性
別
、
社
會
的
身
分
、
又

門
地
、

は教
育
、門財

産地
に又

は

よ収

入
つ
て
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

第
四
十
一
條
を
第
四
十
五
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
　

第 

五六

十
十
六
條　

豫
算
は
、
さ
き
に
衆
議
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

 　

豫
算
に
つ
い
て
、参
議
院
で
衆
議
院
と
異
な
つ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
兩
議
院
の
協
議
會
を
開
い
て
も
意
見
が

一
致
し
な
い
と
き
、
又
は
参
議
院
が
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
豫
算
を
受
け

取
つ
た
後
、
國
會
休
會
中
の
期
間
を
除
い
て
四三

十

日

十
日
以
内
に
、
議
決
し
な

い
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
を
國
會
の
議
決
と
す
る
。

　
　

第
五
十
七
條
を
第
六
十
一
條
と
す
る
。

　
　

第 

五六

十

二

十
八
條　

兩
議
院
は
、
各
々
國國

務政

に
關
す
る
調
査
を
行
ひ
、
こ
れ
に
關

し
て
證
人
の
出
頭
及
び
證
言
竝
び
に
記
録
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　

第
五
十
九
條
を
第
六
十
三
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
　

第 

六六

十十
三七

條　

内
閣
總
理
大
臣
は
、
國
會
の
議
決
で
、
こ
れ
を
指
名
す
る
。

こ
の
指
名
は
、
他
の
す
べ
て
の
案
件
に
先
だ
つ
て
、
こ
れ
を
行
ふ
。

　
　
　

 　

衆
議
院
と
参
議
院
と
が
異
な
つ
た
指
名
の
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
兩
議
院
の
協
議
會
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致

し
な
い
と
き
、
又
は
衆
議
院
が
指
名
の
議
決
を
し
た
後
、
國
會
休
會
中
の

期
間
を
除
い
て
二十

日
十
日
以
内
に
、
参
議
院
が
、
指
名
の
議
決
を
し
な
い
と

き
は
、
衆
議
院
の
議
決
を
國
會
の
議
決
と
す
る
。

　
　

第
六
十
四
條
を
第
六
十
八
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
　

第 

七七

十十
五九

條　

最
高
裁
判
所
は
、
○○

法そ
の
長律
のた

る

定裁

判

官

め
る
員及

び數
の
○
裁

○
そ
の

判他

の官
で

こ
れ
を
構
成
し
、
そ
の
○○

裁長
た

判る
裁
判
官官
は以

外

、
す

のべ
て
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
しす

る

、。

法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

　
　

 　

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
は
、
そ
の
任
命
後
初
め
て
行
は
れ
る
衆
議

院
議
員
總
選
擧
際
國
民
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
後
十
年
を
経
過
し
た
後
初
め

て
行
は
れ
る
衆
議
院
議
員
總
選
擧
の
際
更
に
審
査
に
付
し
そ
の
後
も
同
様
と
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す
る
。

　
　

 　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
投
票
者
の
多
數
が
裁
判
官
の
罷
免
を
可
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
裁
判
官
は
、
罷
免
さ
れ
る
。

　
　

 　

審
査
に
關
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

　
　

 　

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
法
律
に
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
時
に
退
官
す

る
。

　
　

 　

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
當
額
の
報
酬
を
受
け
る
。

　

こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

第
七
十
六
條
を
第
八
十
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

（欄外記入）

 　

第
八八

十十
四八

條　

世
襲
財
産
以
外
の
皇
室
の
財
産
は
、
す
べ
て
國
に
属
す
る
。

　
　

 

皇
室
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
す
べ
て
國
庫
の
収
入
と
し
、
法
律
の
定

め
る
皇
室
の
支
出
は
、
豫
算
に
計
上
し
て
國
會
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
　

第
八
十
五
條
を
第
八
十
九
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
　

第 

九九

十十
四八

條　

こ
の
憲
法
竝は

び
、に
こ
れ
に
基
い
て
制
定
さ
れ
た
法
律
及
び
條

約
は
、
國
の
最
高
法
規
とで

あ

しつ
て

、、

そ
の
條
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔

勅
及
び
國
務
に
關
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力

を
有
し
な
い
。

　
　
　

 　

日
本
國
が
締
結
し
た
條
約
及
び
確
立
さ
れ
た
國
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠

實
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

　
　

第
九
十
五
條
を
第
九
十
九
條
と
し
、
第
九
十
六
條
を
第
百
条
と
す
る
。

　
　

第 

九
十
七
條　

こ
の
憲
法
施
行
の
際
現
に
華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
地
位
に
あ

る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
位
は
、
そ
の
生
存
中
に
限
り
、
こ
れ
を
認
め

る
。
但
し
、
将
來
、
華
族
そ
の
他
の
貴
族
た
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か
な
る

政
治
的
權
力
も
有
し
な
い
。

　
　

第
九
十
八
條
を
第
百
一
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
（
欄
外
記
入
）「
撤
回
」
と
黒
ペ
ン
書
に
て
の
書
き
込
み
あ
り

）
2（
（

。

（
五
）
八
月
八
日　

　

こ
の
日
か
ら
小
委
員
会
が
再
開
さ
れ
、
下
記
の
①
②
の
二
点
と
改
正
案
第

七
十
七
条
違
憲
審
査
権
に
関
し
、芦
田
委
員
長
よ
り
修
正
意
見
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

委
員
か
ら
は
異
論
が
だ
さ
れ
ず
原
案
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

①
国
事
行
為
に
関
す
る
修
正

　
　

第 

三
條　

天
皇
の
國國

務事

に
關
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
は
、
内
閣
の
助
言
と
承

認
を
必
要
と
し
、
内
閣
が
、
そ
の
責
任
を
負
ふ
。

　
　

第 

四
條　

天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
國

國
事
に
關

務
す
る
行
為の
み
を
行
ひ
、
政國

政治
に

關
す
る
權
能
を
有
し
な
い
。

　
　
　

 　

天
皇
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
權

國
事
に
關

能
す
る
行
為を
委
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

第 

五
條　

皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
攝
政
を
置
く
と
き
は
、
攝
政

は
、
天
皇
の
名
で
そ
の
權

國
事
に
關

能
す
る
行
為を
行
ふ
。
こ
の
場
合
に
は
、
前
條
第
一

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
　

第 
七
條　

天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
國
民
の
た
め
に
、
左
の

國
國
事
に
關

務
す
る
行
為を

行
ふ
。

　
　
　

一　

憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
及
び
條
約
を
公
布
す
る
こ
と
。
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二　

國
會
を
召
集
す
る
こ
と
。

　
　
　

三　

衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

　
　
　

四　

國
會
議
員
の
總
選
擧
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

　
　
　

五 　

國
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
官
吏
の
任
免
竝
び
に
全
權

委
任
状
及
び
大
使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
證
す
る
こ
と
。

　
　
　

六 　

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
權
を
認
證
す
る
こ

と
。

　
　
　

七　

栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

　
　
　

八 　

批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認
證
す
る
こ

と
。

　
　
　

九　

外
國
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

　
　
　

十　

儀
式
を
行
ふ
こ
と

）
（0
（

。

② 

八
月
五
日
配
布
「
仮
刷
」
と
同
様
の
小
委
員
会
修
正
案
、
相
違
点
は
以
下
の
第

五
十
一
条
の
修
正
。

　　

帝
國
憲
法
改
正
案
中
次
の
通
り
修
正
す
る
。

　
　
　
　
　

日
本
國
憲
法

　
　
　
（
中
略
）

　
　

第 

五五

十十
一五

條　

兩
議
院
は
、
各
々
そ
の
議
員
の
選
擧
又
は
資
格
に
關
す
る
争

訟
を
裁
判
す
る
。
但
し
、
議
員
の
議
席
を
失
は
せ
る
に
は
、
出
席
議
員
の

三
分
の
二
以
上
の
多
數
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

　
　

第
五
十
二
條
を
第
五
十
六
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る

）
（（
（

。

（
六
）
附
帯
決
議

　

八
月
一
〇
日
の
第
十
回
小
委
員
会
で
、
芦
田
委
員
長
が
用
意
し
た
附
帯
決
議
案

が
配
布
さ
れ
た
。

　

広
島
大
学
文
書
館
に
は
、
八
月
一
〇
日
配
布
の
附
帯
決
議
案
を
所
収
し
て
い
な

い
。こ
の
附
帯
決
議
案
の
原
案
は
参
議
院
の
構
成
に
つ
い
て
主
に
議
論
さ
れ
た
が
、

下
記
の
小
委
員
会
修
正
後
の
文
書
で
は
、
八
月
一
五
日
の
第
一
一
回
小
委
員
会
で

社
会
党
か
ら
の
追
加
提
案
を
取
り
入
れ
、
第
二
項
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
原
案
の
第
二
項
以
降
が
繰
り
下
が
り
、
翌
一
六
日
の
第
一
二
回
小
委
員
会

で
下
記
の
文
書
と
し
て
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
社
会
党
の
鈴
木
委
員
が
第
四
項

に
対
し
て
提
案
し
た
部
分
、「
国
民
の
総
意
を
体
し
」
の
挿
入
も
合
意
が
と
れ
て

い
る
こ
と
が
森
戸
文
書
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

　
　

附
帯
決
議

　

一
、 

憲
法
改
正
案
は
憲
法
附
属
の
諸
法
典
と
相
俟
つ
て
、
始
め
て
そ
の
運
用
の

完
全
を
期
待
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
皇
室
典
範
、
參
議
院
法
、
内

閣
法
其
の
他
多
数
の
各
種
法
令
は
、
未
だ
そ
の
輪
郭
さ
へ
明
か
で
な
い
た

め
に
、
憲
法
の
審
議
に
當
つ
て
も
徹
底
を
期
し
得
な
か
つ
た
こ
と
は
、
深

く
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。政
府
は
速
か
に
此
等
諸
法
典
を
起
案
し
、

國
民
の
輿
論
に
問
ふ
準
備
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
、 

改
正
憲
法
が
生
活
權
、
労
働
權
等
の
經
済
的
基
本
權
を
確
立
し
た
こ
と
は

時
代
の
要
求
に
即
応
す
る
適
切
な
処
置
で
あ
る
が
、
然
し
こ
れ
等
の
權
利

の
裏
付
と
な
る
べ
き
諸
施
設
は
、
現
状
を
以
て
は
頗
る
不
充
分
な
も
の
が

あ
る
。
政
府
は
速
か
に
廣
汎
な
社
會
政
策
を
樹
立
し
、当
面
の
失
業
對
策
、
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社
會
保
障
制
度
の
確
立
と
同
時
に
、
他
面
生
産
の
増
強
を
圖
り
、
以
て
經

済
再
建
の
促
進
に
萬
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

　

三
、 
參
議
院
は
衆
議
院
と
均
し
く
國
民
を
代
表
す
る
選
擧
せ
ら
れ
た
る
議
員
を

以
て
組
織
す
と
の
原
則
は
之
を
認
む
る
も
、
之
が
た
め
に
衆
議
院
と
重
複

す
る
が
如
き
機
関
と
な
り
終
る
こ
と
は
、
そ
の
存
在
の
意
義
を
没
却
す
る

も
の
で
あ
る
。
政
府
は
須
く
此
點
に
留
意
し
、
參
議
院
の
構
成
に
つ
い
て

は
、
努
め
て
社
會
各
部
門
各
職
域
の
智
識
經
験
の
あ
る
者
が
そ
の
議
員
と

な
る
に
容
易
な
る
よ
う
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　

四
、 

憲
法
改
正
案
は
、
基
本
的
人
權
を
尊
重
し
て
、
民
主
的
國
家
機
構
を
確
立

し
、
文
化
國
家
と
し
て
國
民
の
道
義
的
水
準
を
昂
揚
し
、
進
ん
で
地
球
表

面
よ
り
一
切
の
戦
争
を
駆
逐
せ
ん
と
す
る
高
遠
な
理
想
を
表
明
し
た
も
の

で
あ
る
。
然
し
新
し
き
世
界
の
進
運
に
適
応
す
る
如
く
民
衆
の
思
想
、
感

情
を
涵
養
し
、
前
記
の
理
想
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
國
を
挙
げ
て
絶
大

の
努
力
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
吾
等
は
政
府

（
挿
入
）
 

が
国

（
黒
ペ
ン
書
）

民
の
総
意
を
体

し
、
熱
情
と
精
力
と
を
傾
倒
し
て
、
祖
國
再
建
と
独
立
完
成
の
た
め
に
邁

進
せ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る

）
（2
（

。

（
七
）
改
正
案
第
八
十
四
条
・
皇
室
財
産
問
題

　

八
月
一
六
日
の
第
一
二
回
小
委
員
会
で
は
、
改
正
案
第
八
十
四
条
の
皇
室
財
産

に
関
し
て
の
議
論
が
中
心
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
自
由
党
等
か
ら
の
改
正
意
見

が
、
天
皇
権
限
の
強
化
で
あ
る
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
民
政
局
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
局
長
）

に
よ
る
修
正
が
行
な
わ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
の
対
応
は
、
小
委
員
会

で
も
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
際
、
配
布
さ
れ
た
謄
写
版
刷
の
第

八
十
四
条
修
正
案
が
森
戸
文
書
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

　

第 

八
十
四
條　

す
べ
て
の
皇
室
の
財
産
は
、
す
べ
て
國
に
属
す
る
。
す
べ
て
皇

室
の
費
用
は
、
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
す
べ
て
國
庫
の
収
入
と
し
、
法

律
の
定
め
る
皇
室
の
支
出
は

（
挿
入
）

、
豫

（
黒
ペ
ン
書
）

算
に
計
上
し
て
、
國
會
の
議
決
を
経
て

豫
算
を
計
上
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
１
）
修
正
意
見
の
提
出
に
伴
ふ
反
響

　
　
（
２
） 

Ｇ
、
Ｈ
、
Ｑ
強
硬
、
皇
室
の
特
殊
財
産
を
認
め
る
の
は
、
改
正
憲
法

の
本
旨
に
反
す
る
、
基
本
原
則
に
反
す
る
。

　
　
（
３
）
修
正
案
に
対
す
る
強
い
疑
惑
。
強
い
反
対
意
見
表
明
し
来
る
。

　
　
（
４
）
修
正
意
見
、
個
人
の
自
由
を
も
奪
ふ
。

　
　
（
５
） 

世
襲
財
産
に
二
義
｛
公
的　

私
的
｝

－

宮
城
、
京
都
王
宮
、
収
益
財

産
を
含
ま
な
い
。

　
　
（
６
）
第
二
修
正
案
の
結
果
。
皇
室
財
産
＝
公
的
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
的
財
産
は
皇
室
に
残
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
八
条
の
運
用

　
　
　
　
　
　
　
　

公
的
財
産
＝
公
的
費
用
を
支
弁
す
る
た
め
の

）
（（
（ 

　

こ
の
第
八
十
四
条
修
正
案
に
対
し
て
、
原
案
よ
り
も
後
退
し
た
内
容
で
う
る
と

し
て
、
自
由
党
内
に
反
対
す
る
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
八
月
一
六
日
の

第
一
二
回
小
委
員
会
で
憲
法
改
正
小
委
員
会
と
し
て
は
議
了
と
し
、
憲
法
改
正
特

別
委
員
会
に
附
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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な
お
、
改
正
案
第
八
十
四
条
の
内
容
変
化
を
改
め
て
見
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

　
　

改
正
案
第
八
十
四
条
の
内
容
変
化

　
　

帝
国
憲
法
改
正
案
・
政
府
原
案

　

第 

八
十
四
條　

世
襲
財
産
以
外
の
皇
室
の
財
産
は
、
す
べ
て
國
に
属
す
る
。
皇

室
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
す
べ
て
國
庫
の
収
入
と
し
、
法
律
の
定
め

る
皇
室
の
支
出
は
、
豫
算
に
計
上
し
て
國
會
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

　
　

七
月
二
十
五
日
段
階
各
党
修
正
案　

　
　

第 

八
十
四
條
世
襲
財
産
以
外
の
皇
室
の
財
産
は
、
す
べ
て
國
に
属
す
る
。
皇

室
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
す
べ
て
國
庫
の
収
入
と
し
、
法
律
の
定
め

る
皇
室
の
支
出
は
、
豫
算
に
計
上
し
て
國
會
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。（
自
由
修
正
案
）

　
　

第 

八
十
四
條　

世
襲
財
産
及
び
之
れ
よ
り
生
ず
る
収
益
以
外
の
皇
室
財
産
は

總
べ
て
國
に
属
す
る
。
法
律
の
定
め
る
皇
室
の
支
出
は
、
豫
算
に
計
上
し

て
國
會
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
進
歩
党
修
正
案
）

　
　

第 

八
四
條　

世
襲
財
産
以
外
の
皇
室
の
財
産
は
、
す
べ
て
國
に
属
す
る
。
世

襲
財
産
以
外
の
皇
室
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
す
べ
て
國
庫
の
収
入
と

し
、
法
律
の
定
め
る
皇
室
の
支
出
は
、
豫
算
に
計
上
し
て
國
會
の
議
決
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
新
政
会
修
正
案
）

　
　

第 

八
十
四
條　
「
皇
室
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
は
す
べ
て
國
庫
の
収
入
と
し

て
」
を
削
除
す
る
。

　
　

第 

八
十
四
條　

世
襲
財
産
以
外
の
皇
室
の
財
産
は
、
す
べ
て
國
に
属
す
る
。

法
律
の
定
め
る
皇
室
の
支
出
は
、
豫
算
に
計
上
し
て
國
會
の
議
決
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
無
所
属
倶
楽
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

　
　

八
月
十
二
日
修
正
案

　
　

第 

八
十
四
條　

す
べ
て
の
皇
室
の
財
産
は
、
す
べ
て
國
に
属
す
る
。
す
べ
て

皇
室
の
費
用
は
、
豫
算
に
計
上
し
て
國
會
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
八
）
樋
貝
衆
議
院
議
長
の
辞
任
問
題

　

前
項
八
月
一
二
日
の
委
員
会
で
、
皇
室
財
産
が
全
て
国
の
管
理
下
に
お
か
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
皇
室
に
と
っ
て
「
改
悪
」
だ
と
の
意
見
が
自
由
党
内
で
大

き
く
な
り
、
八
月
一
七
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
憲
法
改
正
特
別
委
員
会
は
流
会
と

な
っ
た
。
同
日
の
午
後
、
自
由
党
の
葉
梨
新
五
郎
総
務
、
樋
貝
詮
三
衆
議
院
議
長
、

大
野
伴
睦
幹
事
長
の
三
人
が
衆
議
院
で
吉
田
茂
首
相
と
会
見
、
芦
田
小
委
員
会
修

正
案
を
政
府
原
案
に
戻
す
よ
う
申
し
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
吉
田
首

相
が
考
慮
す
る
と
あ
い
ま
い
に
返
答
し
た
た
め
事
態
は
紛
糾
。
一
方
、
事
態
を
聞

き
つ
け
た
芦
田
均
は
、
憤
慨
し
、
同
日
、
緊
急
小
委
員
会
を
開
催
し
、
午
後
五
時

に
吉
田
首
相
に
面
会
し
た
。
席
上
、
吉
田
首
相
は
、
小
委
員
会
の
修
正
案
を
承
認

す
る
こ
と
を
明
言
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
政
府
が
自
由
党
幹
部
お
よ
び
政
府
関
係

者
を
招
致
し
て
懇
談
の
結
果
、
小
委
員
会
の
修
正
案
は
、
そ
の
ま
ま
と
な
り
、
翌

一
八
日
朝
、
自
由
党
は
、
党
議
を
へ
て
小
委
員
会
の
修
正
の
受
け
入
れ
を
決
定
し
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た
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、森
戸
辰
男
関
係
文
書
に
は
、下
記
の
森
戸
の
メ
モ
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一
、

　
　

①
一
、
憲
法
に
熱
心

　
　
　

二
、 

小
委
員
会
に
も
積
極
的　

三
、
特
別
委
員
会
ノ
反
対
箇
所
、
修
正
案

反
対

　
　
　

四
、
本
会
議
の
段
取　

①
一
応
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
結
局
賛
成

　
　

②
吉
田
内
閣
打
倒
で
は
な
い
。

　
　

③
議
長
問
題
。
ほ
と
ん
ど
一
致　

　
　
　
　
　
　
　
　

時
日
の
問
題

　
　
　
　
　
　

貴
族
院

　
　

議
長
不
信
任
決
議
案

　
　
　

①
佐
竹
氏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
選
の
経
緯
、
そ
の
他
の
行
動

　
　
　

②
樋
貝
、
山
口
両
氏　
　
　

趣
旨　

①
吉
田
首
相
と
の
交
渉
・
皇
室
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
小
委
員
會
ノ
法
的
根
拠

　
　

十
七
日
、
特
別
委
員
会
。
開
催
の
豫
定
。

　
　
　

①
突
然
中
止
。

　
　
　

②
そ
の
理
由
。　

 

ヒ
ガ
イ
氏
樋
貝
（
詮
三
）、葉
梨
（
新
五
郎
）、大
野
（
伴

睦
）、
吉
田
首
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
首
相
、
承
諾

　
　
　

③
小
委
員
、
首
相
訪
問
。
原
案
支
持
、
急
速
決
定
、
即
時
発
表
を
約
束

）
（（
（

。

　

結
果
、
樋
貝
衆
議
院
議
長
の
不
信
任
問
題
に
発
展
。
社
会
党
と
し
て
は
、
前
掲

の
メ
モ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
吉
田
内
閣
の
倒
閣
運
動
と
し
な
い
も
の
の
強
硬
姿
勢

を
と
っ
た
。
そ
し
て
、
八
月
一
九
日
、
改
正
案
第
六
十
三
条
お
よ
び
第
六
十
四
条

の
修
正
申
し
入
れ
が
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
吉
田
首
相
に
あ
り
、
同
二
〇
日
、「
シ

ビ
リ
ア
ン
」
と
の
言
葉
を
削
除
し
た
修
正
案
を
小
委
員
会
で
承
認
し
て
審
議
を
終

了
し
、
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第
一
三
回
小
委
員
会
）。

　

そ
の
後
、
小
委
員
会
の
修
正
案
・
附
帯
決
議
案
を
特
別
委
員
会
に
配
布
す
る
た

め
成
案
が
作
成
さ
れ
た
。
森
戸
辰
男
関
係
文
書
に
は
、
二
つ
の
成
案
が
所
収
さ
れ

て
い
る
。

　

一
つ
は
、
謄
写
版
の
『
帝
国
憲
法
改
正
案―

衆
議
院
修
正
案
付―

（
二
一
・
八
・
二
四
）』
で
あ
り

）
（（
（

、
同
じ
内
容
で
は
あ
る
が
、
特
別
委
員
会
に
提
出
さ

れ
た
と
さ
れ
る
活
版
の
昭
和
二
一
年
八
月
二
一
日
提
出
委
第
四
二
号
『
報
告
書
』

で
あ
る

）
（（
（

。

　

こ
の
成
案
に
よ
る
変
更
点
は
、
次
の
八
月
一
九
日
お
よ
び
二
〇
日
に
審
議
さ
れ

た
改
正
案
第
六
十
三
条
、
六
十
四
条
の
修
正
で
あ
る
。

　
　

第 

六六

十十
三七

條　

内
閣
總
理
大
臣
は
、
○○

國國

會會
の議

員

議の
中
か
ら決
で
、
こ
れ
を
指
名
す

る
。
こ
の
指
名
は
、
他
の
す
べ
て
の
案
件
に
先
だ
つ
て
、
こ
れ
を
行
ふ
。

　
　
　

 

衆
議
院
と
参
議
院
と
が
異
な
つ
た
指
名
の
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
兩
議
院
の
協
議
會
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し

な
い
と
き
、
又
は
衆
議
院
が
指
名
の
議
決
を
し
た
後
、
國
會
休
會
中
の
期

間
を
除
い
て
二十

日
十
日
以
内
に
、
参
議
院
が
、
指
名
の
議
決
を
し
な
い
と
き

は
、
衆
議
院
の
議
決
を
國
會
の
議
決
と
す
る
。

　
　

第 

六六

十十
四八

條　

内
閣
總
理
大
臣
は
、
國
會
の
承
認
に
よ
り
、
國
務
大
臣
を
任
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命
す
る
。
こ但

し

、の
承そ

の
過
半認

に數
は
、つ國

會
い
て
は議

員

、の

前中
か
ら條

第選

ば

け

な

二
項
のけ

れ

規ば
な
ら
な
い
。

定
を
準
用
す

る
。

　
　
　

内
閣
總
理
大
臣
は
、
任
意
に
國
務
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
（（
（

。

　
　

一
方
、
社
会
党
は
、
下
記
の
単
独
修
正
案
を
提
出
し
た
。

　
　
　

社
會
黨
追
加
單
獨
修（

墨
書
）

正
案

　
　
　

二
一
、八
、二
一

（
赤
鉛
筆
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
字
及―

ハ
修
正
）

　
　

帝
國
憲
法
改
正
案
の
一
部
を
次
の
や
う
に
修
正
す
る
。

　
　
　
　
　

日
本
國
憲
法

　
　

 　

日
本
國
民
は
、
國
會
に
お
け
る
正
當
に
選
擧
さ
れ
た
代
表
者
を
通
じ
て
、

我
ら
自
身
と
子
孫
の
た
め
に
、諸
國
民
と
の
間
に
平
和
的
協
力
を
成
立
さ
せ
、

日
本
國
全
土
に
わ
た
つ
て
自
由
の
福
祉
を
確
保
し
、
政
府
の
行
為
に
よ
つ
て

再
び
戰
争
の
惨
禍
が
發
生
し
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
國

民
の
總
意
が
至
高
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す

る
。
そ
も
そ
も
國
政
は
、
國
民
の
崇
高
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

權
威
は
國
民
に
由
來
し
、
そ
の
權
力
は
國
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
ひ
、
そ

の
利
益
は
國
民
が
こ
れ
を
受
け
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原

理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、
こ
の
原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
我
ら
は
、
こ

の
憲
法
に
反
す
る
一
切
の
法
令
と
詔
勅
を
廃
止
す
る
。

　
　

 　

日
本
國
民
は
、
常
に
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
關
係
を
支
配
す
る
高

遠
な
理
想
を
深
く
自
覺
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
我
ら
の
安
全
と
生
存
を
あ
げ

て
、
平
和
を
愛
す
る
世
界
の
諸
國
民
の
公
正
と
信
義
に
委
ね
よ
う
と
決
意
し

た
。
我
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
從
と
壓
迫
と
偏
狭
○
を搾

取

地と
窮
乏上

か
ら
永
遠
に
払
拭
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
國
際
社
會
に
伍
し
て
、
名
譽
あ
る

地
位
を
占
め
た
い
も
の
と
思
ふ
。
我
ら
は
、
す
べ
て
の
國
の
國
民
が
、
ひ
と

し
く
恐
怖
と
缺
乏
か
ら
解
放
さ
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
權
利
を
有
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
　

 　

我
ら
は
、
い
づ
れ
の
國
家
も
、
自
國
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
國
を
無

視
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
つ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で

あ
る
と
信
ず
る
。
こ
の
法
則
に
從
ふ
こ
と
は
、
自
國
の
主
權
を
維
持
し
、
他

國
と
對
等
關
係
に
立
た
う
と
す
る
各
國
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　

 　

日
本
國
民
は
、
國
家
の
名
譽
に
懸
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
高
遠
な
主
義

と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。

　
　
　
　
　
　

第
一
章　

國
權

　
　

第
一
條　

國
權
は
、
國
民
か
ら
發
す
る
。

　
　
　
　
　
　

第
一二

章

　
　

第 

一二

條　

天
皇
は
、
日
本
國
の
象
徴
で
あ
り
日
本
國
民
統
合
の
象
徴
で
あ
つ

て
、
こ
の
地
位
は
、
日
本
國
民
の
至
高
の
總
意
に
基
く
。

　
　

第
二
條
を
第
三
條
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
　

第 

七八

條　

天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
國
民
の
た
め
に
、
左
の

國
務
を
行
ふ
。

　
　
　

一　

憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
及を

認び
條證

約す

をる

公こ

と

。布
す
る
こ
と
。

　
　
　

二　

國
會
を
召
集
す
る
こ
と
。
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三　

衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

　
　
　

四　

國
會
議
員
の
總
選
擧
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

　
　
　

五二 　

國
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
官
吏
の
任
免
竝
び
に
全
權

委
任
状
及
び
大
使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
證
す
る
こ
と
。

　
　
　

六三 　

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
權
を
認
證
す
る
こ

と
。

　
　
　

七四　

栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

　
　
　

八五 　

批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認
證
す
る
こ

と
。

　
　
　

九六　

外
國
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

　
　
　

十七　

儀
式
を
行
ふ
こ
と
。

　
　

第
二
章
を
第
三
章
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

　
　

第 

二
十
四五

條　

す
べ
て
國
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能

力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
權
利
を
有
す
る
。

　
　
　

 　

す
べ
て
國
民
は
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
に
初
等
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義

務
を
負
ふ
。
初
等
教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

　
　
　

才
能
あ
つ
て
資
力
な
き
青
年
の
高
等
教
育
は
、
國
費
で
す
る
。

　
　

第 

二
十
七八

條　

財経
済
生
活
の

産
權
は秩

序

、は
、

こ公
共
のれ
を

福
祉
を

侵増

進

す

る

し
て
はこ

と

なを

目

的

と

ら
な
い
。す

る
。

　
　
　

 

こ
の
目
的
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
財
産
權
と
経
済
的
自
由
と
は
保
障

さ
れ
る
。

　
　
　

 

財
産
權
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を

定
め
る
。

　
　
　

 

私
有
財
産
は
、
正
當
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
ひ
る
こ

と
が
で
き
る
。
但
し
、
已
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
國
會
の
議
決
に
よ
つ

て
補
償
を
給
し
な
い
で
用
ひ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　

第 

六七

十
十
九
條　

内
閣
は
、
他
の
一
般
行
政
事
務
の
外
、
左
の
事
務
を
行
ふ
。

　
　
　

一　

憲
法
改
正
、
法
律
、
政
令
竝
び
に
條
約
を
公
布
す
る
こ
と
。

　
　
　

一二　

法
律
を
誠
實
に
執
行
し
、
國
務
を
總
理
す
る
こ
と
。

　
　
　

三　

國
會
を
召
集
す
る
こ
と
。

　
　
　

四　

衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

　
　
　

五　

國
會
議
員
の
總
選
擧
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

　
　
　

二六　

外
交
關
係
を
処
理
す
る
こ
と
。

　
　
　

三七 　

條
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
但
し
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
つ
て
は
事
後

に
、
國
會
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　

四八 　

法
律
の
定
め
る
基
準
に
從
ひ
、
官
吏
に
關
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
こ

と
。

　
　
　

五九　

豫
算
を
作
成
し
て
國
會
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　

六十 　

こ
の
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
を
實
施
す
る
た
め
に
、
政
令
を
制
定
す

る
こ
と
。
但
し
、
政
令
に
は
、
特
に
そ
の
法
律
の
委
任
が
あ
る
場
合
を

除
い
て
は
、
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　

七十
一 　

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
權
を
決
定
す
る
こ

と
。

　
　

第 

九
十
二三

條　

こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議
院
の
總
議
員
の
三
分
の
二
以
上

の
賛
成
で
、
國
會
が
、
こ
れ
を
發
議
し
、
國
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
承
認
に
は
、
特
別
の
國
民
投
票
又
は
國
會

の
定
め
る
選
擧
の
際
行
は
れ
る
投
票
に
お
い
て
、
そ
の
過
半
數
の
賛
成
を
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必
要
と
す
る
。

　
　
　

 　

憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
経
た
と
き
は
、
天

内
閣
は
、
天
皇
の
皇
は

認
證
を

、得
て

國
民
の
名
で
、
こ
の
憲
法
と
一
體
を
成
す
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
こ
れ
を

公
布
す
る

）
（8
（

。

　

結
局
、
社
会
党
の
単
独
修
正
案
は
否
決
さ
れ
、
八
月
二
四
日
、
衆
議
院
本
会
議

に
お
い
て
「
帝
国
憲
法
改
正
案
」
を
可
決
、
貴
族
院
に
回
付
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

貴
族
院
で
回
付
案
が
修
正
可
決
さ
れ
た
後
、
衆
議
院
本
会
議
で
修
正
案
を
可
決
。

枢
密
院
を
へ
て
、
一
一
月
三
日
、
日
本
国
憲
法
は
公
布
さ
れ
、
翌
昭
和
二
二
年
五

月
三
日
、
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

森
戸
辰
男
は
、
当
時
の
日
本
で
数
少
な
い
敗
戦
を
知
っ
て
い
た
日
本
人
で
あ
っ

た
。
こ
の
経
験
は
、
敗
戦
日
本
に
森
戸
を
し
て
急
激
な
社
会
変
革
に
反
対
し
、
な

に
よ
り
も
漸
進
的
な
改
革
を
重
要
視
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

衆
議
院
憲
法
調
査
委
員
会
小
委
員
会
・
芦
田
委
員
会
に
お
け
る
森
戸
の
発
言

は
、
国
際
協
調
を
重
視
す
る
憲
法
前
文
と
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
お
よ
び
ソ
連
憲
法

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
憲
法
第
二
十
五
条
に
結
実
す
る
生
活
権
に
代
表
さ
れ
る
社

会
権
の
拡
大
と
、
憲
法
第
八
十
四
条
の
皇
室
財
産
に
み
ら
れ
る
天
皇
権
限
の
制
限

に
力
が
注
が
れ
て
い
た
。

　

森
戸
は
、
日
本
国
憲
法
の
特
質
を
「
民
主
主
義
と
平
和
主
義
」
と
し
、
制
定
後

の
「
我
々
の
任
務
」
と
し
て
「（
一
）
二
つ
の
特
質
を
尊
重
擁
護　

平
和
と
合
意
」

「（
二
）
社
会
主
義
の
実
現
へ
」
と
考
え
て
い
た

）
（（
（

。
森
戸
は
、
新
憲
法
が
「
資
本
主

義
的
性
格
」
で
あ
る
が
、
生
存
権
・
労
働
権
等
の
導
入
に
よ
り
、「
社
会
主
義
の

平
和
的
な
実
現
の
た
め
に
途
を
備
え
た
も
の
」
と
考
え
て
い
た

）
（0
（

。

　

本
稿
と
前
稿
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
へ
の
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
憲
法
研

究
会
の
憲
法
草
案
要
綱
と
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

両
者
を
つ
な
ぐ
要
に
あ
っ
た
人
物
は
、両
者
と
も
に
関
与
し
た
森
戸
辰
男
で
あ
り
、

そ
の
所
論
は
、
今
日
も
繰
り
返
さ
れ
る
「
護
憲
」「
改
憲
」
の
両
方
で
あ
り
、
同

時
の
こ
の
対
立
を
乗
り
越
え
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）
憲
法
調
査
会
『
憲
法
研
究
会
第
十
回
総
会
議
事
録
』
五
頁

（
（
）
膨
大
な
資
料
を
使
用
し
た
原
秀
成
著
『
日
本
国
憲
法
の
誕
生
』（
第
一
巻
～
三
巻
、

日
本
評
論
社
、
平
成
一
六
～
一
八
年
）
は
、
日
本
国
憲
法
を
「
系
譜
学
」
か
ら
、

そ
の
「
正
し
さ
」
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
与
の
命
題

で
あ
る「
正
し
さ
」は
、そ
の
思
想
的
系
譜
を
憲
法
研
究
会
で
実
証
し
え
た
も
の
の
、

本
稿
が
と
り
あ
げ
る
「
一
〇
年
後
の
改
正
」
と
い
う
事
実
を
捨
象
し
て
い
る
。

（
3
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0100100

、
形
態
は
、
Ｂ
5
わ
ら
半
紙
、

冊
子
三
一
頁
、
活
版
、
ホ
ッ
チ
キ
ス
ど
め
。

（
4
） 

実
際
の
質
疑
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
が
、「（
6
）。
十
年
後
に
理
想
的
憲
法
を
制

定
す
る
旨
の
規
定
を
入
れ
ぬ
か
、
と
の
お
質
ね
で
あ
る
が
、
政
府
は
さ
う
い
う
意

思
は
持
っ
て
い
な
い
。
改
正
案
を
以
て
今
日
考
へ
得
べ
き
最
上
の
も
の
と
信
じ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
将
来
国
民
の
総
意
に
よ
っ
て
改
正
を
行
う
べ
き
場
合
に
つ

い
て
は
、
第
九
条
に
お
い
て
そ
の
途
を
拓
い
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
十
分
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小池聖一　　森戸辰男関係文書のなかの日本国憲法（（）

と
思
う
。」
と
す
る
答
弁
書
が
用
意
さ
れ
て
い
た
（
佐
藤
達
夫
著
『
日
本
国
憲
法

成
立
史
』
第
四
巻
、
有
斐
閣
、
平
成
六
年
、
五
二
九
・
三
〇
頁
）。

（
5
）
広
島
大
学
文
書
館
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、（T

A
010（0401090

）。
形
態 

Ｂ

5
洋
紙
四
枚
、
黒
ペ
ン
書
、
鉛
筆
書
、
封
筒
な
し
。

（
6
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
に
は
、
昭
和
二
一
年
七
月
一
六
日
提
出
質
問
第
三
号
「
憲
法

改
正
ニ
関
聯
ス
ル
質
問
主
意
書
」（
提
出
者 

布 

利
秋
）
が
所
収
さ
れ
て
い
る
（
文

書
番
号M

O
0010（0103900

）。

（
7
）
広
島
大
学
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
文
書
番
号M

O
010（010（700

、
形
態
は
、

Ｂ
5
わ
ら
半
紙
一
枚
、
孔
版
。
前
文
に
つ
い
て
の
自
由
党
北
昤
吉
の
修
正
理
由
に

つ
い
て
は
、『
第
九
〇
回
帝
国
議
会
衆
議
院
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
小
委
員
会
速

記
録
（
復
刻
版
）』（
現
代
史
料
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
六
～
九
頁
）
を
参
照
。
そ

の
際
、
修
正
点
は
、
本
修
正
案
以
上
の
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

（
8
）
広
島
大
学
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
（
文
書
番
号M

O
010（010（701

）。
形
態
は
、

Ｂ
5
わ
ら
半
紙
一
枚
、
孔
版
。

（
9
）
佐
藤
達
夫
著
『
日
本
国
憲
法
成
立
史
』
第
四
巻
、有
斐
閣
、平
成
六
年
、七
一
九
頁
）。

（
10
）
広
島
大
学
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
（
目
録
番
号M

O
010（0101500

）。
形
態
は
、

Ｂ
4
わ
ら
半
紙
一
〇
枚
、
孔
版
。

（
11
）
広
島
大
学
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
（
目
録
番
号M

O
010（0101800

）。
形
態
は
、

Ｂ
4
わ
ら
半
紙
中
折
二
枚
、
孔
版
。

（
1（
）
広
島
大
学
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
（
文
書
番
号M

O
010（0105000

）。
形
態
は
、

Ｂ
5
わ
ら
半
紙
一
枚
、
孔
版
。

（
13
）
広
島
大
学
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
文
書
番
号M

O
010（0103701

、
形
態
は
、

Ｂ
4
わ
ら
半
紙
一
枚
、
孔
版
。

（
14
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0103701

、
形
態
は
、
Ｂ
4
わ
ら
半

紙
一
枚
、
孔
版
。

（
15
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0103800

、
形
態
は
、
Ｂ
4
わ
ら
半

紙
一
枚
、
孔
版
。

（
16
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0104000

、
形
態
は
、
Ｂ
4
わ
ら
半

紙
中
折
二
枚
、
孔
版
、
ホ
ッ
チ
キ
ス
ど
め
。

（
17
）『
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
小
委
員
会
速
記
録
（
復
刻

版
）』
現
代
史
料
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
二
一
～
二
二
頁
。

（
18
）
前
掲
注
（
17
）、
二
九
頁
。

（
19
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0103600

、
形
態
は
、
Ｂ
5
わ
ら
半

紙
一
枚
、
活
版
。

（
（0
）
七
月
二
七
日
、
第
三
回
委
員
会
前
掲
注
（
17
）、
七
七
頁
。

（
（1
）
前
掲
注
（
17
）、
一
〇
三
頁
。

（
（（
）
前
掲
注
（
17
）、
一
〇
六
～
七
頁
。

（
（3
）
前
掲
注
（
17
）、
一
一
七
頁
。

（
（4
）
古
関
彰
一
「
解
説
」
前
掲
注
（
17
）、（
9
）
頁
。

（
（5
）
前
掲
注
（
17
）、
一
一
七
～
八
頁
。

（
（6
）
前
掲
注
（
17
）、
一
四
七
頁
。

（
（7
）
前
掲
注
（
17
）、
一
二
九
頁
。

（
（8
）
前
掲
注
（
17
）、
一
七
六
～
七
頁
。

（
（9
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0104100

、
形
態
は
、
Ｂ
5
わ
ら
半
紙
、

冊
子
一
一
頁
、
活
版
。

（
30
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0104400

、
形
態
は
、
Ｂ
5
わ
ら
半
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紙
一
枚
、
活
版
。

（
31
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0101300

、
形
態
は
、
Ｂ
5
わ
ら
半
紙
、

冊
子
一
二
頁
、
活
版
。

（
3（
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0104500

、
形
態
は
、
Ｂ
5
わ
ら
半

紙
一
枚
、
孔
版
。

（
33
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（010（100

、
形
態
は
、
Ｂ
5
わ
ら
半

紙
一
枚
、
孔
版
。

（
34
）
広
島
大
学
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書
（M

O
010（0100500

）。
形
態
は
、
Ｂ
5
日

本
社
会
党
本
部
茶
罫
紙
一
枚
、
黒
ペ
ン
書
。

（
35
）（
37
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（010（300

。
形
態
は
、
Ｂ
4
わ

ら
半
紙
中
折
二
〇
枚
、
孔
版
、
ホ
ッ
チ
キ
ス
ど
め
。

（
36
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（0100（00

。
形
態
は
、
Ｂ
5
わ
ら
半

紙
、
冊
子
三
四
頁
、
活
版
、
ホ
ッ
チ
キ
ス
ど
め
。
ま
た
、
一
般
に
向
け
て
印
刷

さ
れ
た
、
芦
田
均
『
憲
法
改
正
に
関
す
る
報
告
書　

昭
和
二
一
年
八
月
二
四
日

衆
議
院
本
会
議
に
於
け
る
委
員
長
報
告
』（
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号

M
O
010（010460

。
形
態
は
、
Ａ
五
、
冊
子
二
六
頁
、
活
版
）
も
所
収
し
て
い
る
。

（
38
）
森
戸
辰
男
関
係
文
書
、
目
録
番
号M

O
010（010（000

、
形
態
は
、
Ｂ
5
わ
ら
半
紙
、

冊
子
七
頁
、
活
版
。

（
39
）「
憲
法
の
二
大
特
質
な
ど
の
メ
モ
」
広
島
大
学
文
書
館
所
蔵
森
戸
辰
男
関
係
文
書

（T
A
010（1108010

）。

（
40
）
森
戸
辰
男
「
新
憲
法
と
社
会
主
義
」
憲
法
普
及
会
編
『
新
憲
法
講
話
』
政
界
通
信

社
、
昭
和
二
二
年
九
月
、
三
二
三
頁
。

（
こ
い
け　

せ
い
い
ち
・
広
島
大
学
文
書
館
）


